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熊
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Ｂ
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治
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シ
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治
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月
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ヨ
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ヘ
シ
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ハ
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所

役

人

右
ノ
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渡
セ
シ
間
一
同
立
会
被
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Ｍ
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ノ
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動
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ノ
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八
四

明
治
九
年
三
月

主
中
属
山
田
熊
雄
印

副
少
属
粕
屋
萬
尋
印

〔
二
〇
六
Ａ
〕（
注

、

）

１３９

１４０

【
六
六
】

六
年
第
二
百
一
号*  

*  

欄
外
に
朱
書
き
。
な
お
、
こ
の
外
側

に
あ
る
朱
書
き
の
一
行
は
判
読
不
能

印*  *  

七
等
判
事

聴
訟
課

印*  *  *  

主

印*  *  *  *  *  *  
「
白
濱
」
の
丸
朱
印

副

印*  *  *  *  *  
*  *  *  

「
馬
渡
」
の
丸
朱
印

六
年
第
二
百
一
号

*  *  *  *  
「
粕
屋
」
の
丸
朱
印

 

 *  *  *  *  *  
「
岩
田
」
の
丸
朱
印

*  

欄
外
上
部
に
「
七
月
十
二
日
出
シ

民
事
裁
判
申
渡
案

同
月
十
五
日
入
札
払
」
の
墨
書
き

安
芸
国
沼
田
郡
楠
木
村
士
族

Ｍ
Ｋ
源
之
助

Ｈ
Ｔ
亀
次
ヨ
リ
Ｍ
Ｍ
福
太
郎
ヘ
掛
ル
貸
金
出
入
審
理

ヲ
遂
グ
ル
処
全
ク
其
方
負
債
主
ニ
テ
実
際
被
告
本

人
ニ
ハ
関
係
無
之
旨
其
方
并
ニ
原
被
共
申
口
吻
合

シ
更
ニ
原
告
人
ヨ
リ
其
方
ニ
対
シ
請
求
ス
ル
処
済
〔
方
〕*  

不
行
届
ニ
付
身
代
限
済
方
申
付
ル 

*   

截
断
部
分
を

但
訴
訟
入
費
モ
償
却
ス
可
キ
事

本
文
よ
り
推
定

広
島
向
川
場
士
族
豊
父
Ｈ
Ｔ
亀
〔
次
〕*  

代
言
人 

 *  

截
断
部
分
を

〔
二
〇
六
Ｂ
〕

本
文
よ
り
推
定

同
南
町
四
番
町
士
族

原
告
人

高
屋
亮
功

右
之
通
源
之
助
ヘ
申
渡
タ
間
其
意
ヲ
得
身
〔
代
限
〕*   

*   

截
断
部
分
を

済
方
受
ク
可
シ

本
文
よ
り
推
定

安
芸
国
高
宮
郡
古
市
村
農
Ｍ
Ｍ
福
太
〔
郎
〕*  

後
見
人 

 *  

截
断
部
分
を

元
被
告
人

Ｓ
Ｍ
庄
藏

本
文
よ
り
推
定

右
之
通
源
之
助
并
ニ
原
告
人
ヘ
申
渡
タ
間
其
旨

可
相
心
得
事

明
治
八
年
十
月
廿
八
日*  

*  
「
廿
八
日
」
の
み
紫
書
き

〔
二
〇
七
Ａ
〕（
注

、

）

１４１

１４２

【
六
七
】
貸
金
催
促
ノ
訴

九
年
十
一
月
廿
八
日
申
渡*  

十
一
月
廿
八
日*  *  

*  

欄
外
に
朱
書
き



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

一
八
五
（
　
　
　
）

一
八
五

明
治
九
年
第
千
六
百
六
十
九
号*  *  *  

*  *  

欄
外
下
部
に
墨
書
き

七
等
判
事
印*  *  *  *  

*  *  *  

朱
書
き

*  *  *  *  
「
横
地
」
の
丸
朱
印

主
四
級
判
事
補
一
色
小
十
郎
印

副
十
二
等
出
仕
川
北
祐
利

印

裁

判

案

広
島
県
備
後
国
深
津
郡
古
吉
津
町

士
族

原
告

Ｙ

Ｇ

虎

次

仝
県
仝
国
仝
郡
西
町

士
族

原
告

Ｏ

Ｂ

壮

作

仝
県
仝
国
仝
郡
仝
町

士
族

〔
二
〇
七
Ｂ
〕

原
告

Ｍ

Ｋ

半

藏

貸
金
催
促
之
訴

仝
県
仝
国
仝
郡
津
之
下
村

Ｋ
寺
事

被
告

Ｆ

Ｉ

祥

雲

其
方
共
一
件
審
理
ヲ
遂
ル
処
原
告
〔
ニ
〕
於
テ
明
治
四
年

十
二
月
旧
福
山
藩
札
三
拾
貫
目
被
告
ヘ
貸
付
地
所

Ｓ ｅ

書
入
ノ
借
用
証
書
取
置
キ
満
期
催
促
ヲ
ヨ
ブ
ニマ
マ

被
告
ニ
於
テ
謂
レ
ナ
キ
異
議
申
立
返
済
相
滞
ル
〔
ニ
〕
ヨ

リ
明
治
七
年
八
月
二
十
四
日
小
田
県
庁
ヘ
出
訴
御
審

理
中
御
管 
轄 
換
リ
ニ
テ
岡
山
県
庁
ヘ
御
引
継
キ

マ
マ

笠
岡
支
庁
ニ
於
テ
御
取
糺
中
明
治
九
年
二
月
八
日

〔
二
〇
八
Ａ
〕

付
別
紙
ノ
通
リ
一
応
訴
状
取
下
ケ
ヲ
願
ヒ
シ
モ
右
ハ
書

中
明
文
ノ
如
ク
御
掛
官
員
ノ
御
沙
汰
〔
ニ
〕
因
テ
一
件
願

下
ケ
速
ニ
認
メ
替
ノ
上
明
治
九
年
二
月
十
七
日
再
応
捧

呈
セ
シ
ニ
御
採
上
ヶ
ニ
相
成
之
レ
ア
ル
ハ
畢
竟
明
治
七

年
八
月
二
十
四
日
ヨ
リ
引
続
キ
タ
ル
御
審
理
ニ
シ
テ
公
正

ノ
該
書
入
地
証
書
面
約
ノ
如
ク
被
告
ヨ
リ
返
済
ヲ

マ
マ

得
ヘ
キ
旨
陳
述
ス
被
告
ニ
於
テ
本
訴
ノ
証
自
分
ヨ
リ

原
告
人
ヘ
差
入
レ
タ
ル
所
以
ハ

Ｋ
寺
事
Ｈ
Ｄ
久
兵
衛

儀
原
告
ヨ
リ
新
開
田
受
負
ノ
事
件
ニ
付
原
告
ヘ

マ
マ

差
入
レ
呉
ベ
ク
ト
ノ
依
頼
ニ
応
シ
差
入
レ
シ
敷
証
文
ニ
シ

テ
全
〔
ク
〕
原
告
ヨ
リ
旧
藩
札
借
受
ケ
タ
ル
儀
ニ
ハ
之
レ
ナ
キ

ニ
付
自
分
ヨ
リ
返
弁
ノ
義
務
ナ
シ
ト
答
弁
セ
リ
仍
テ

〔
二
〇
八
Ｂ
〕

裁
決
ス
ル
左
条
ノ
如
シ

第
一
条

原
告
ニ
於
テ
本
訴
ハ
明
治
七
年
八
月
二
十
四
日

小
田
県
庁
ヘ
出
訴
以
来
引
続
キ
タ
ル
審
理
中
ナ
ル

Ｓ ａ



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 

一
八
六
（
　
　
　
）

一
八
六

ニ
付
該
地
所
書
入
証
ハ
公
正
ナ
ル
旨
明
治
九
年
二
月

八
日
付
訴
状
取
下
ケ
願
書
ノ
明
文
ニ
拠
リ
申
立
ル
ト

雖
モ
其
取
下
ケ
願
ヒ
タ
ル
ハ
自
己
ノ
願
書
ニ
シ
テ

岡
山
県
支
庁
聞
届
ケ
ノ
証
印
ア
リ
当
庁
ヘ

引
継
タ
ル
該
訴
ハ
明
治
九
年
二
月
十
七
日
付
ノ

出
訴
ナ
ル
ニ
付
明
治
七
年
八
月
二
十
四
日
ヨ
リ
引
続
キ

タ
ル
審
理
中
ト
ノ
申
分
ハ
採
用
セ
ズ
因
テ
該
証
書
ハ

明
治
七
年
第
七
十
六
号*  
（
注

）
公
布
ニ
抵
触
セ
シ
ヲ

*  

太
政
官
布
告

１４３

以
テ
地
所
書
入
ノ
効
ヲ
有
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
七
六
号
、

〔
二
〇
九
Ａ
〕

な
お
、（
注

）
１４３

第
二
条

被
告
ニ
於
テ
本
訴
ノ
証
ハ

Ｋ
寺
事
Ｈ
Ｄ

を
参
照
。

久
兵
衛
儀
原
告
ヨ
リ
新
開
田
受
負
ノ
事
件

マ
マ

ニ
付
原
告
ヘ
差
入
レ
呉
ベ
ク
ト
ノ
依
頼
ニ
応
シ
差

入
レ
タ
ル
敷
証
文
ナ
ル
ニ
付
返
弁
ノ
義
務
ナ
キ
旨

申
立
ル
ト
雖
モ
右
証
書
ニ
新
開
田
敷
証
文
之
儀

一
切
登
記
ナ
キ
而
己
ナ
ラ
ズ
右
ノ
地
所
質
物
ニ
差

入
レ
銀
子
慥
ニ
拝
借
仕
候
処
実
正
明
白
也

然
ル
上
ハ
一
ヶ
月
貮
歩
ノ
加
利
息
元
利
ト
モ
来
ル

申
五
月
限
リ
無
延
滞
御
返
弁
可
申
上
ト
ノ

約
定
明
文
有
之
以
上
ハ
原
告
ヘ
返
弁
ノ
義
務

ナ
シ
ト
ノ
申
分
ハ
相
立
タ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
条

前
条
ノ
通
ニ
付
本
訴
証
書
面
ノ
旧
福

Ｓ ａ

〔
二
〇
九
Ｂ
〕

山
藩
札
三
拾
貫
目
原
告
請
求
通
リ
約
定
ノ

利
子
ヲ
加
ヘ

被
告
人
ヨ
リ
原
告
人
ヘ

速
ニ
返
弁
可
致
儀
ト
裁
決
ス

但
訴
訟
入
費
成
規
ノ
通
リ
被
告
人
ヨ
リ
償

却
可
致
事

代
書
人

右
之
通
申
渡
セ
シ
間
其
旨
可
相
心
得
候
事

明
治
九
年
十
一
月
廿
一
日

〔
二
一
〇
Ａ
〕（
注

、

）

１４４

１４５

【
六
八
】
預
ヶ
金
催
促
ノ
訴

九
月
廿
七
日
呼
出
シ
難
ク*  

印*  *  

 

 *  

欄
外
右
側
に
朱
書
き
。
そ
の
外

側
の
朱
書
き
一
行
は
判
読
不
能

明
治
九
年
第
二
千
五
百
貳
拾
四
号*  *  *  

*  *  

欄
外
下
部
に
「
八
湄
」
の

丸
朱
印

七
等
判
事
印*  *  *  *  

*  *  *  

朱
書
き

*  *  *  *  
「
横
路
安
信
」
の
丸
朱
印

主
四
級
判
事
補
一
色
小
十
郎
印

 
計
算
旧
福
山
藩
札

 
比
較
表
ニ
拠
ル
ベ
シ



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

一
八
七
（
　
　
　
）

一
八
七

副
十
四
等
出
仕

林

俊
雄

印

裁

判

案

山
口
県
周
防
国
熊
毛
郡
佐
賀
村

原
告

農
Ｋ
Ｂ
政
五
郎
代
人

広
島
県
安
芸
国
広
島
袋
町

農

Ｈ

Ｍ

龍

二

預
ヶ
金
催
促
ノ
訴

仝
県
仝
国
広
島
鷹
匠
町

農

〔
二
一
〇
Ｂ
〕

被
告

Ｙ

Ｓ

彦

助

仝
県
仝
国
沼
田
郡
江
波
村

商

引
合
人

Ｋ

Ｅ

甚

六

其
方
共
一
件
審
理
ヲ
遂
ル
処
原
告
ニ
於
テ
明
治
九
年
二
月
廿
三
日

製
茶
七
拾
六
丸*  
問
屋
Ｋ
Ｅ
甚
六
世
話
ニ
テ
被
告
Ｙ
Ｓ
彦
助
ヘ

*  
「
貫
」
か

マ
マ

売
渡
シ
代
金
ノ
内
百
貮
拾
七
円
六
拾
銭
六
厘
其
侭
被
告
彦
助
ヘ

相
預
ケ
明
治
九
年
四
月
廿
三
日
限
リ
返
戻
ス
可
キ
ノ
預
リ
証
取
置
ク
処

満
期
後
返
済
致
サ
ヾ
ル
ニ
付
約
ノ
如
ク
返
済
ヲ
得
ヘ
キ
旨
申

立
ツ
被
告
ニ
於
テ
ハ
本
証
書
通
リ
茶
代
金
其
侭
預
リ
タ
ル
ニ
相

違
ナ
キ
処
右
売
買
ノ
際
甚
六
ニ
於
テ
自
分
ヘ
対
シ
金
貮
拾

円
立
替
手
付
ト
シ
テ
政
五
郎
ヘ
相
渡
シ
政
五
郎
〔
ニ
〕
於
テ
モ
受
取
タ
ル

〔
二
一
一
Ａ
〕

旨
甚
六
政
五
郎
ト
モ
申
聞
ケ
タ
ル
ニ
付
爾
後
甚
六
ヘ
手
付
金
貮
拾

円
返
済
ヲ
遂
ケ
タ
ル
処
原
告
ニ
於
テ
今
更
貮
拾
円
ノ
手
付
金
受

取
之
レ
ナ
キ
抔
申
〔
ス
〕
ト
雖
ト
モ
原
告
政
五
郎
前
段
通
リ
自
分
ヘ
申
聞

〔
ケ
〕

因
テ
甚
六
ヘ
返
済
ヲ
遂
ケ
タ
ル
儀
ニ
付
右
貮
拾
円
ヲ
差
引
残
金

相
渡
ス
可
キ
旨
申
立
タ
リ
引
合
人
Ｋ
Ｅ
甚
六
ニ
於
テ
ハ
明
治
九

年
二
月
廿
三
日
自
分
世
話
ニ
テ
原
告
政
五
郎
ヨ
リ
被
告
彦
助
ヘ

製
茶
売
買
ノ
際
自
分
ニ
於
テ
金
貮
拾
円
立
替
右
売
買
ノ

手
付
金
ト
シ
テ
政
五
郎
ヘ
渡
シ
置
キ
タ
リ
ト
一
時
商
業
ノ
便

宜
ニ
拠
リ
無
実
ノ
儀
ヲ
被
告
彦
助
ヘ
申
入
レ
売
買
相
成
リ

其
後
彦
助
ヨ
リ
金
貮
拾
円
自
分
ヘ
受
取
タ
ル
以
後
其
実

立
替
無
之
段
彦
助
ヘ
申
入
レ
更
ニ
借
用
証
差
入
九
月
限
リ
猶

予
ノ
儀
談
判
〔
ニ
〕
ヲ
ヨ
ヒ
タ
ル
ニ
其
儀
終
ニ
相
調
ヒ
不
申
旨
申

〔
二
一
一
Ｂ
〕

立
ル
仍
テ
判
決
ス
ル
左
条
ノ
如
シ

第
一
条

引
合
人
甚
六
世
話
ニ
テ
原
告
政
五
郎
ヨ
リ
被
告
彦
助
ヘ

製
茶
売
買
ノ
際
甚
六
〔
ニ
〕
於
テ
金
貮
拾
円
立
替
手
付
ト
シ
テ

政
五
郎
ヘ
渡
シ
置
キ
タ
リ
ト
一
時
商
業
ノ
便
宜
ニ
拠
リ
無
実

之
儀
ヲ
被
告
彦
助
ヘ
申
入
レ
政
五
郎
〔
ニ
〕
於
テ
モ
受
取
リ



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 

一
八
八
（
　
　
　
）

一
八
八

シ
旨
原
告
代
人
并
引
合
人
ト
モ
申
口
符
合
セ
リ
畢
竟
被
告

ニ
於
テ
ハ
無
実
ト
ハ
不
相
心
得
貮
拾
円
甚
六
ヘ
既
ニ
返

済
ヲ
遂
ケ
タ
ル
以
上
ハ
右
ノ
貮
拾
円
ハ
原
告
人
ヘ
対
シ
本
証

書
面
ノ
金
員
ト
計
算
差
引
ヲ
得
ヘ
キ
権
利
ア
リ
ト
ス

第
二
条

引
合
人
甚
六
ニ
於
テ
一
時
商
業
ノ
便
宜
ト
ハ
申
〔
シ
〕
ナ
カ
ラ

金
貮
拾
円
立
替
タ
ル
抔
無
実
ノ
事
故
ヲ
被
告
彦
助
ヘ

申
入
ル
〔
ル
ニ
〕
ヨ
リ
終
ニ
仝
人
ヨ
リ
金
貮
拾
円
受
取
自
己
ノ
手
元
ニ

〔
二
一
二
Ａ
〕

中
止
ス
ル
ノ
理
ナ
キ
ヲ
以
テ
速
ニ
原
告
政
五
郎
若
ク
ハ

代
人
ヘ
相
渡
ス
ベ
シ

第
三
条

前
条
々
ノ
筋
合
ナ
ル
ヲ
以
テ
被
告
ニ
於
テ
ハ
原

告
ヘ
対
シ
本
証
金
員
ヘ
嚮
キ
ニ
引
合
人
甚
六
ヘ
渡
セ
シ

さ

金
貮
拾
円
ヲ
計
算
差
引
速
ニ
残
金
返
戻
シ
本

証
書
受
取
ル
可
キ
儀
ト
判
決
ス

但
訴
訟
入
費
ハ
「
被
告
ヨ
リ
原
告
人
〔
ヘ
〕
償
却
シ
引
合
人
ハ
自
費

タ
ル
ヘ
キ
事
」*  

*  

訂
正
前
は
「
原
被
告
引
合
人
ト
モ
各

自
費
タ
ル
ヘ
キ
事
」
と
な
っ
て
い
た
。

代
書
人

右
之
通
申
渡
セ
シ
間
其
旨
可
相
心
得
事

明
治
九
年
九
月

日

〔
二
一
二
Ｂ
〕

（
記
述
ナ
シ
）

〔
二
一
三
Ａ
〕（
注

、

）

１４６

１４７

【
六
九
】
山
代
価
不
足
請
求
ノ
訴

十
月
四
日

裁
許
申
渡*  

印*  *  

*  

欄
外
右
上
に
朱
書
き

明
治
九
年
第
貮
千
三
百
九
十
号

*  *  

丸
朱
印
、
判
読
不
能

七
等
判
事
印*  *  *  

*  *  *  
「
横
地
安
信
」
の
丸
朱
印

主
十
四
等
出
仕
小
島
範
一
郎
印

副
四
級
判
事
補
一
色
小
十
郎
印

裁
判
申
渡
稿安

芸
郡
牛
田
村

原
告
人

士
族
Ｇ
Ｍ
唯
之
助

山
代
価
不
足
請
求
ノ
訴

同
郡
同
村

被
告
人

農

Ｎ
Ｔ
作
太
郎

其
方
共
詞
訟
遂
審
理
処

原
告
人
ニ
於
テ
ハ
明
治
八
年
五
月
官
庁
ヨ
リ
山
反
別
三
町
立
木
共
御
払
下
ヲ

受ケ
未
タ
地
券
御
下
付
相
成
ラ
サ
ル
内
明
治
八
年
五
月
中
右
山
三
町
立
木
共
代

金



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

一
八
九
（
　
　
　
）

一
八
九

〔
二
一
三
Ｂ
〕

九
百
弐
拾
五
円
三
拾
銭
ニ
テ
被
告
人
ヘ
売
渡
シ
代
金
ノ
内
四
百
弐
拾
五
円
三

拾
銭
ハ
被
告

人
ヨ
リ
差
出
シ
タ
ル
第
十
三
号
ヨ
リ
第
十
九
号
ニ
至
ル
七
通
ノ
借
用
証
即
チ

自
分
ノ
旧

負
債
金
ニ
差
継
キ
残
金
五
百
円
ハ
右
山
地
券
ヲ
被
告
人
ヘ
切
換
ヘ
相
渡
ス
節

受
取
ル
ヘ
ク
ト
ノ
締
約
ニ
テ
被
告
人
ヨ
リ
明
治
八
年
九
月
廿
日
其
約
定
証
ヲ

受
取

リ
置
キ
タ
リ
然
ル
処
明
治
九
年
三
月
廿
八
日
右
山
地
券
御
下
付
相
成
リ
タ
ル

ニ
付
定
約

通
リ
地
券
名
前
切
換
ヘ
相
渡
ス
可
〔
ク
〕
就
テ
ハ
残
金
五
百
円
受
取
リ
度
旨

被告
人
ヘ
及
請
求
処
被
告
人
ニ
於
テ
既
取
引
済
ノ
第
二
号
ヨ
リ
第
十
号
マ
テ
ノ

受
取
書
并
襟
物*  
損
料
金
迄
残
金
五
百
円
ヘ
差
継
キ
計
算
可
致
抔
不
条
理

*  

彫
り
物
（『
広
辞
苑
』
第
五
版
）

申
立
ル
ト
雖
モ
抑
モ
被
告
人
証
拠
ト
ス
ル
第
二
号
ヨ
リ
第
十
二
号
ニ
至
ル
十

一
通
証

書
ノ
内
第
二
号
ヨ
リ
第
七
号
ニ
至
ル
六
通
ノ
受
取
書
ハ
兼
テ
被
告
人
ヨ
リ
借

用
金
ノ
受
取
書
ナ
レ
共
既
ニ
返
却
済
ノ
証
書
ニ
有
之
并
第
八
号
ヨ
リ
第
十

号
ニ
至
ル
襟
物
借
用
証
モ
襟
物
ハ
勿
論
定
約
ノ
損
料
金
迄
夫
々
返
還
済

〔
二
一
四
Ａ
〕

ノ
証
書
ナ
ル
ヲ
以
テ
明
治
八
年
九
月
廿
日
被
告
人
ヨ
リ
定
約
証
ヲ
受
取
リ
タ

ル
節
右
第

二
号
ヨ
リ
第
十
号
ニ
至
ル
九
通
ノ
証
書
金
員
ハ
山
代
価
ニ
差
継
カ
サ
ル
訳
ナ

リ
尤

右
九
通
ノ
証
書
并
右
第
十
三
号
ヨ
リ
第
十
九
号
ニ
至
ル
七
通
証
書
ヲ
依
然
被

告
人

所
持
セ
ル
ハ
予
テ
入
魂
ノ
間
柄
ナ
ル
ヲ
以
テ
取
戻
シ
ヲ
催
促
中
今
日
迄
遷
延

か
ね

じ
っ
こ
ん

シタ
リ
而
シ
テ
右
第
十
一
第
十
二
号
両
通
借
用
証
ノ
金
員
ハ
自
分
ノ
借
用
ニ
相

違
無

之
ニ
付
兼
テ
被
告
人
ヨ
リ
領
収
セ
シ
山
売
買
ノ
右
定
約
証
ニ
ハ
右
等
借
用
金

差継
ク
ヘ
ク
ト
ノ
原
約
ハ
無
之
ト
雖
モ
到
底
償
還
ノ
金
額
ナ
ル
ヲ
以
テ
勿
論
山

代
価

残
リ
五
百
円
ヘ
差
継
キ
計
算
可
致
尤
右
第
二
号
ヨ
リ
第
十
号
ニ
至
ル
九
通

証
書
ノ
金
員
ハ
決
テ
差
継
ク
ヘ
キ
義
務
無
之
仍
テ
右
山
地
券
証
ハ
被
告

人
ニ
切
換
ヘ
相
渡
シ
且
右
第
十
一
第
十
二
号
二
通
証
書
ノ
借
用
金
耳
山
の
み

代
価
残
リ
五
百
円
ニ
差
継
キ
残
金
速
カ
ニ
被
告
人
ヨ
リ
受
取
度
旨
申

述
セ
リ

〔
二
一
四
Ｂ
〕

被
告
人
ニ
於
テ
ハ
明
治
八
年
五
月
中
原
告
人
ヨ
リ
山
反
別
三
町
立
木
共
代
価

九
百
弐
拾
五

円
三
拾
銭
ニ
テ
買
受
ケ
タ
ル
ハ
相
違
無
之
就
テ
ハ
明
治
八
年
九
月
廿
日
ニ
至



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 

一
九
〇
（
　
　
　
）

一
九
〇

リ
原
告
人

ヘ
定
約
証
ヲ
相
与
ヘ
原
告
人
ヨ
リ
モ
第
一
号
定
約
証
ヲ
受
取
リ
置
キ
右
山
代

価ノ
内
四
百
弐
拾
五
円
三
拾
銭
ハ
兼
テ
原
告
人
ヘ
貸
付
ケ
金
許
多
有
之
内
第
十

三
号

ヨ
リ
第
十
九
号
ニ
至
ル
七
通
借
用
証
ノ
金
員
ニ
差
継
キ
払
入
レ
タ
リ
尤
右
山

自
然

官
林
ニ
相
成
リ
地
券
証
御
下
付
相
成
ラ
サ
ル
節
ハ
買
受
ケ
ノ
定
約
ハ
取
消

シ
右
払
入
レ
タ
ル
四
百
弐
拾
五
円
三
拾
銭
ハ
右
七
通
借
用
証
ノ
通
リ
元
利
返

却ヲ
受
ク
ル
原
約
ニ
付
右
七
通
ノ
借
用
証
ハ
今
日
迄
自
分
所
持
セ
リ
然
ル
処
右

山
地
券
ハ
既
ニ
原
告
人
ヘ
御
下
付
相
成
リ
タ
ル
ニ
原
告
人
ヨ
リ
地
券
名
前
切

換ヘ
相
渡
サ
ス
且
原
告
人
ニ
於
テ
明
治
八
年
五
月
右
山
買
受
ケ
以
来
原
告
人
ノ

請
求
ニ
依
リ
不
得
巳
明
治
八
年
六
月
中
山
代
価
残
リ
五
百
円
ノ
内
ヘ
払
入
レ

タ
ル

第
二
号
ヨ
リ
第
七
号
ニ
至
ル
六
通
受
取
書
ノ
金
員
并
明
治
七
年
中
原
告
人

〔
二
一
五
Ａ
〕

ヘ
襟
物
貸
付
ケ
タ
ル
第
八
号
ヨ
リ
第
十
号
ニ
至
ル
三
通
証
書
ノ
損
料
金
等

ハ
既
ニ
返
却
済
ニ
付
山
代
価
残
リ
五
百
円
ヘ
差
継
ク
ヘ
キ
筋
無
之
啻
第
十
一

た
だ

号第
十
二
号
両
通
証
書
ノ
借
用
金
耳
差
継
ク
ヘ
ク
抔
不
条
理
申
立
ツ
ル
ト

の
み

雖
モ
既
ニ
取
引
済
ノ
証
書
ヲ
其
侭
自
分
所
持
ス
ル
謂
無
之
ニ
付
右
原
告

人
申
立
ハ
苦
情
ナ
ル
事
明
白
ニ
有
之
依
之
右
第
二
号
ヨ
リ
第
十
二
号
ニ
至
ル

十
一
通
証
書
ノ
金
員
ヲ
右
山
代
価
残
リ
五
百
円
ヘ
差
継
キ
尚
ホ
不
足
金

弐
百
四
拾
五
円
六
拾
六
銭
七
厘
ハ
速
カ
ニ
払
入
ル
ヘ
ク
共
残
金
五
百
円
ヲ

悉
皆
払
入
ル
ヽ
義
務
無
之
旨
弁
駁
セ
リ

仍
テ
判
決
ス
ル
如
左

第
一
条

原
告
人
ニ
於
テ
被
告
人
ヨ
リ
捧
呈
セ
シ
第
二
号
ヨ
リ
第
七
号
ニ
至
ル
六
通
受

取
書
ノ

金
員
并
第
八
号
ヨ
リ
第
十
号
ニ
至
ル
三
通
襟
物
借
用
証
ノ
損
料
金
ハ
既
ニ
返

却〔
二
一
五
Ｂ
〕

済
ナ
ル
ヲ
以
テ
明
治
八
年
九
月
廿
日
被
告
人
ヨ
リ
山
買
受
ケ
ノ
定
約
証
ヲ
受

取
リ
タ

ル
節
第
十
三
号
ヨ
リ
第
十
九
号
ニ
至
ル
七
通
ノ
借
用
証
耳
山
代
価
ニ
差
継
キ

の
み

右第
二
号
ヨ
リ
第
十
号
ニ
至
ル
九
通
ノ
証
書
ハ
山
代
価
ニ
差
継
カ
サ
ル
所
以
ナ

ル
旨

申
立
ル
ト
雖
モ
既
ニ
返
却
済
ノ
証
書
ヲ
依
然
被
告
人
ヘ
与
ヘ
置
ク
条
理
決
テ

無之
且
右
九
通

証
書
ハ
既
ニ
取
引
済
ナ
ル
明
証
無
之
上
ハ
右
原
告

人

 
第
二
号
ヨ
リ

 
第
十
号
マ
テ



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

一
九
一
（
　
　
　
）

一
九
一

申
立
テ
ハ
結
局
無
証
拠
ナ
ル
ニ
付
信
用
シ
難
シ

第
二
条

被
告
人
ニ
於
テ
第
二
号
ヨ
リ
第
七
号
ニ
至
ル
六
通
受
取
書
ノ
金
員
ハ
明
治
八

年六
月
中
山
代
価
残
リ
五
百
円
ノ
内
ヘ
払
入
レ
タ
ル
旨
申
立
ル
ト
雖
モ
明
治
八

年
九

月
廿
日
原
告
人
ヘ
山
買
受
ケ
ノ
定
約
証
ヲ
相
渡
ス
節
明
治
八
年
六
月
中
山

代
価
ニ
払
入
レ
タ
ル
受
取
書
ノ
金
員
ヲ
閣
キ
他
ノ
第
十
三
号
ヨ
リ
第
十
九
号

さ
し
お

ニ
至

ル
借
用
証
ノ
金
員
ヲ
山
代
価
ニ
差
継
ク
条
理
決
テ
無
之
ニ
付
右
被
告

〔
二
一
六
Ａ
〕

人
申
立
テ
ハ
採
用
セ
ス
乍
去
右
六
通
受
取
書
ノ
金
員
ハ

さ
り
な
が
ら

原
告
人
ニ
於
テ
借

用
金
ナ
ル
旨
申
立
ツ
ル
上
ハ
到
底
原
告
人
ヨ
リ
償
却
ス
ヘ
キ
金
員
ナ
ル
事

明
白
ナ
リ
然
ル
上
ハ
原
告
人
ニ
於
テ
自
己
ノ
借
用
金
ハ
払
入
レ
ス
被
告
人

ヨ
リ
山
代
価
残
リ
五
百
円
ヲ
悉
皆
受
取
リ
度
ト
ノ
申
立
テ
ハ
甚
タ
不

こ
と
ご
と
く

条
理
ナ
リ
ト
ス

第
三
条

前
条
ニ
弁
明
ス
ル
筋
合
ナ
ル
ニ
付
原
告
人
ニ
於
テ
ハ
山
地
券
名
前
切
換
ヘ
相

渡
シ
被
告

人
ヨ
リ
第
十
三
号
ヨ
リ
第
十
九
号
ニ
至
ル
借
用
証
ヲ
受
取
リ
且
第
二
号
ヨ
リ

第
十
二

号
ニ
至
ル
十
一
通
証
書
ノ
内
受
取
書
ノ
金
九
拾
六
円
壱
銭
五
厘
ト
借
用
証
ノ

金
弐
拾
円
壱
銭
八
厘
合
テ
百

拾
六
円
三
銭
三
厘
并
襟
物
借
用
証
ノ
損
料
金
ト
右
借
用
証
定
約
ノ
利
子

共
山
代
価
残
リ

五
百

円
ニ
差
継
キ
計
算
ヲ
遂
ケ
タ
ル
上
其
余
ノ
山
代
価
残
リ
ハ
速
カ
ニ

被
告
人
ヨ
リ
払
入
ル
ヘ
ク
義
ト
判
決
ス

但
訴
訟
入
費
ハ
各
自
費
タ
ル
可
シ*  

 
 *  

原
文
で
は
「
訴
訟
入
費
ハ
原
告
人
ヨ
リ
弁
償
ス
ヘ
シ
」
と
あ
っ
た
が
、

朱
抹
の
う
え
「
各
自
費
タ
ル
ヘ
シ
」
と
の
朱
書
き
が
加
え
ら
れ
、「
横
地

安
信
」
の
丸
朱
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
「
小
島
」
の
丸
朱
印
は

偶
然
に
か
上
下
が
逆
様
に
押
さ
れ
て
い
る
。

〔
二
一
六
Ｂ
〕

右
代
書
人

右
之
通
裁
判
申
渡
タ
間
其
旨
心
得
ユ
ヘ
シ

 

 *  

第
三
条
の
欄
外
上
部
に
あ
る
朱
書
き
の
文
は
以
下
の
と
お
り
。
横
地

安
信
の
丸
朱
印
と
一
色
の
丸
朱
印
に
挟
ま
れ
て
い
る
の
は
、
横
地
の

意
見
に
一
色
が
同
調
し
、
本
文
が
修
正
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

「*  *  
被
告
申
立
テ
通
ニ
シ

*  *  
「
横
地
安
信
」
の
丸
朱
印

テ
モ
尚
ホ
貮
百
円

余
払
フ
ヘ
キ
義

務
尽
サ
ヾ
ル
モ
ノ
ヽ
如

利
子
ハ
取
引
済
ノ

日
迄
積
算
ス
レ



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 

一
九
二
（
　
　
　
）

一
九
二

シ
因
テ
訴
訟
入
費

ハ
各
自
費
至
当

ナ
ラ
ン
カ
」
印*  *  *  

*  *  *  
「
一
色
」
の
丸
朱
印

〔
二
一
七
Ａ
〕（
注

、

）

１４８

１４９

【
七
〇
】
氷
雪
代
価
催
促
之
訴

十
月
九
日
申
渡*  

印*  *  

*  

欄
外
に
朱
書
き

明
治
九
年
十
月
二
日

*  *  

欄
外
下
部
に
丸
朱
印
。
判
読
不
能

九
年
二
千
六
百
六
十
一
号*  *  *  

*  *  *  

朱
書
き

判
事

印*  *  *  *  

*  *  *  *  
「
横
地
安
信
」
の
丸
朱
印

主
十
二
等
出
仕
川
北
祐
利
印

副
三
級
判
事
補
山
田
熊
雄
印

判
決
案
伺広

島
県
平
民

安
芸
国
山
縣
郡
加
計
村

原
告
人

Ｋ
Ｋ

與
八

仝

Ｓ
Ｓ
Ｋ
孫
次
郎

氷
雪
代
価
催
促
之
訴広

島
県
平
民

同
国
同
郡
戸
河
内
村

被
告
人

Ｓ
Ｔ
清
一
郎

〔
二
一
七
Ｂ
〕

氷
雪
代
価
催
促
ノ
詞
訟
遂
審
問
処
原
告

訴
フ
ル
旨
趣
ハ
被
告
Ｓ
Ｔ
清
一
郎
ヘ
氷
雪
七

百
貮
拾
四
貫
目
売
払
外
ニ
運
賃
残
金
ト
モ

合
金
六
拾
四
円
貮
拾
銭
八
厘
明
治
九
年
八
月
廿

五
日
迄
ニ
証
書
引
換
ニ
可
相
渡
旨
ノ
契
約
書
ヲ

取
受
ケ
期
限
ニ
到
リ
屡
〔
々
〕
催
促
ス
レ
ト
モ
返
済
致

〔
シ
〕
呉
ス
剰
ヘ
第
一
第
二
両
号
ノ
証
書
ヲ
以
テ
異

あ
ま
つ
さ

議
申
立
ル
ト
雖
モ
右
証
書
ハ
該
訴
ノ
事
件
ニ
ハ

関
係
無
之
加
之
第
二
号
ノ
証
書
ハ
自
分
名
前

記
載
ア
レ
ト
モ
更
ニ
存
セ
サ
ル
儀
ニ
テ
只
事
ヲ
左
右

ニ
託
シ
牽
強
附
会
ノ
説
ヲ
立
テ
無
根
ノ
苦
情
ヲ

醸
成
シ
徒
ラ
ニ
光
陰
ヲ
費
シ
甚
迷
惑
ニ
付
至
急

〔
二
一
八
Ａ
〕

代
金
受
取
度
旨
陳
述
シ
被
告
答
フ
ル
趣
旨
ハ

原
告
提
供
ス
ル
証
書
ハ
正
ニ
相
渡
シ
タ
ル
ニ
相
違

ナ
シ
ト
雖
モ
実
際
原
告
両
人
ノ
氷
雪
ニ
ハ
無
之
戸
河

内
村
ノ
内
猪
山
安
中
等
ニ
テ
数
十
名
申
合
相
囲
ヒ

只
売
捌
方
ヲ
原
告
両
人
ヘ
担
当
致
サ
セ
シ
ニ
不

都
合
ノ
所
業
モ
有
之
仲
間
中
熟
議
ノ
上
Ｓ
Ｔ

佐
六
Ｋ
Ｍ
五
郎
ヘ
総
代
ノ
任
ヲ
托
シ
金
穀
出
入
ヲ



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

一
九
三
（
　
　
　
）

一
九
三

始
メ
其
他
万
端
両
人
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
進
退

致
ス
ヘ
ク
事
ニ
相
決
シ
已
ニ
今
般
告
訴
サ
ル
ヽ

金
員
モ
総
代
ヨ
リ
夫
々
分
配
ス
ヘ
キ
金
員
ニ
付
証

書
ハ
差
入
置
ト
雖
モ
直
ニ
原
告
ヘ
ハ
難
渡
旨
答
弁

セ
リ

〔
二
一
八
Ｂ
〕

依
テ
判
決
ス
ル
左
ノ
如
シ

被
告
〔
ニ
〕
於
テ
ハ
第
一
第
二
両
号
ノ
証
書
ヲ
以
テ
実

際
原
告
ノ
氷
雪
ニ
ハ
無
之
ニ
付
直
ニ
原
告
ノ
需
メ
ニ

応
シ
難
キ
旨
申
立
ル
ト
雖
モ
右
証
書
ハ
該
訴
原
被
〔
告
〕

ノ
間
ニ
対
ス
ル
証
拠
ニ
ハ
不
相
立
加
之
原
告
〔
ノ
〕
提
供

ス
ル
証
書
ハ
正
ニ
差
入
タ
ル
旨
申
立
ル
上
ハ
請
求

サ
レ
ル
金
額
ハ
速
ニ
原
告
ヘ
弁
償
可
致
事

但
訴
訟
入
費
ノ
儀
ハ
規
則
ノ
通
リ
被
告
人

ヨ
リ
償
却
ス
ヘ
シ

原
告
代
書
人

被
告
差
添
人

〔
二
一
九
Ａ
〕

右
之
通
申
渡
セ
シ
間
其
旨
相
心
得
ヘ
シ

〔
二
一
九
Ｂ
〕

（
記
述
ナ
シ
）

〔
二
二
〇
Ａ
〕（
注

、

）

１５０

１５１

【
七
一
】
貸
金
催
促
ノ
訴*  

*  

欄
外
右
側
に
「
十
月
十
六
日
申
渡
」
の

朱
書
き
と
下
部
に
「
中
尾
」
の
丸
朱
印

明
治
九
年
貮
千
七
百
壱
号*  *  

*  *  

朱
書
き

七
等
判
事
印*  *  *   

 *  *  *  
「
横
地
安
信
」
の
丸
朱
印

主
十
四
等
出
仕
林
俊
雄
印

副
山
田

三
級
判
事
補
印

裁
判
稿

広
島
県
安
芸
国
広
島
中
島
新
町

商

原
告
人

Ｏ

Ｓ

熊

吉

貸
金
催
促
ノ
訴

同
県
同
国
広
島
猿
楽
町
商

被
告
人

Ａ

Ｋ

冨

藏

同
県
同
国
六
町
目
商

右
代
人

Ｓ

Ｅ

國

藏

〔
二
二
〇
Ｂ
〕



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 

一
九
四
（
　
　
　
）

一
九
四

其
方
共
訴
訟
遂
審
理
処

原
告
訴
フ
ル
趣
旨
ハ
被
告
Ａ
Ｋ
冨
藏
ヘ
明
治
九

年
七
月
二
十
七
日
金
六
円
貮
拾
銭
貸
渡
明
治
九
年

八
月
三
十
一
日
限
リ
元
利
屹
度
返
済
可
致
万
一
期
限

き
っ
と

違
約
致
シ
候
節
ハ
元
利
合
計
高
ノ
外
ニ
元
金
半

方
増
シ
差
出
シ
可
申
旨
堅
ク
モ
証
ス
ル
ヲ
以
貸
渡

シ
候
処
満
期
ニ
至
リ
数
度
催
促
〔
ニ
〕
及
フ
ト
雖
モ
更

ニ
返
済
不
致
証
書
明
文
万
ニ
一
ト
ツ
云
々
ト
有
之
以
上
ハ

マ
マ

期
限
ニ
相
違
等
無
之
見
込
ノ
処
未
タ
ニ
返
済

不
致
依
之
証
書
面
ノ
金
員
并
違
約
金
共
急
速
〔
ニ
〕

返
済
ヲ
得
ヘ
キ
旨
陳
述
ス

被
告
〔
ニ
〕
於
テ
ハ
原
告
訴
訟
面
ノ
通
明
治
九
年
七
月
廿

〔
二
二
一
Ａ
〕

七
日
六
円
二
十
銭
借
用
シ
タ
ル
相
違
無
之
返
済
期
限
ノ

儀
モ
相
違
ナ
シ
ト
雖
モ
其
期
ニ
至
リ
手
許
不
融

通
返
金
難
及
節
ハ
借
用
金
元
利
ノ
外
ニ
三

円
拾
銭
ヲ
差
出
シ
自
分
適
宜
ニ
返
済
可
致
趣

旨
ナ
ル
ヲ
以
明
治
九
年
八
月
三
十
一
日
後
ニ
至
リ
候
テ
ハ

無
期
限
同
一
ノ
儀
ニ
付
原
告
違
約
ト
唱
ヒ
出
訴

請
求
ス
ル
ノ
権
無
之
儀
ト
相
心
得
候
旨
答
弁

シ
タ
リ
依
テ
判
決
ス
ル
如
左

第
壱
条

被
告
〔
ニ
〕
於
テ
該
訴
借
用
金
定
約
証
万
一
モ
期
限

違
約
セ
ハ
借
用
金
元
利
合
計
ノ
外
ニ
違
約
金
ト
シ
テ

元
金
半
方
三
円
拾
銭
差
出
ス
ヘ
キ
旨
著
名*  
シ
金

*  

署
名
の
誤
記
か

〔
二
二
一
Ｂ
〕

子
借
受
実
用
ノ
後
期
限
ヲ
経
過
シ
返
済
不
致
段

証
書
明
文
上
ノ
期
限
ヲ
虧
缺*  
シ
タ
ル
上
ハ
原
告
〔
ニ
〕
於
テ

き
け
つ

*  

穴
が
あ
く
、
か
け
る
の
意

其
後
請
求
ヲ
訴
フ
ル
ニ
奚
ゾ
盟
約
程
限
ノ
ア
ル
ナ

な
ん

ク
違
約
翌
日
ヨ
リ
請
求
ス
ル
ヲ
得
ベ
シ
茲
ヲ
以
今
更

債
主
ヘ
対
シ
「
違
約
金
三
円
拾
銭
而
已
相
渡
余
ハ
」*  

 

 *  

朱
で
抹
消
し
、
欄
外
上
部
に
書
入
れ
。
末
尾
を
参
照
。

無
期
限
〔
ト
〕
同
一
ナ
ル
ニ
付
適
宜
ニ
返
済
ヲ
可
遂
ト
ノ
申
立
ハ

無
証
ニ
付
採
用
ナ
リ
難
シ

第
二
条

前
条
ノ
理
由
ナ
ル
ヲ
以
原
告
請
求
ノ
金
員
并
違

約
金
共
被
告
人
ヨ
リ
償
却
可
致
事

但
訴
訟
入
費
ハ
成
規
ノ
通
被
告
人
ヨ
〔
リ
〕
弁
償
ス
ベ
シ

右
代
人

〔
二
二
二
Ａ
〕

右
之
通
申
渡
セ
シ
間
其
旨
可
相
心
得
事

明
治
九
年
九
月
三
十
日*  

*  
「
九
月
三
十
日
」
は
朱
書
き



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

一
九
五
（
　
　
　
）

一
九
五

*  

欄
外
上
部
に
「
元
利
金
ノ
外
ニ
金
三
円
拾
銭
ヲ
増
シ
払
フ
ナ
ラ
ハ
」
と

朱
書
き
に
よ
り
訂
正
が
施
さ
れ
て
い
る
。

〔
二
二
二
Ｂ
〕

（
記
述
ナ
シ
）

〔
二
二
三
Ａ
〕（
注

、

）

１５２

１５３

【
七
二
】
貸
米
催
促
ノ
訴

十
月
廿
一
日
申
渡*  

*  

欄
外
に
朱
書
き
、（
注

）
参
照

１５３

十
日
呼
出*  *  

印*  *   
 *  *  

欄
外
右
上
に
朱
書
き
と
下

明
治
九
年
第
二
千
三
百
九
十
七
号*  *  *   

 
部
に
丸
朱
印
、
判
読
不
能

裁
判
案

*  *  *  

朱
書
き

印*  *  *  *  

広
島
県
安
芸
国
賀
茂
郡
白
市
村

*  *  *  *  
「
横
地
安
信
」
の
丸
朱
印

原
告

農
Ｋ
Ｄ
幸
助
代
人

仝
県
仝
国
仝
郡
下
三
永
村

貸
米
催
促
ノ
訴

農
Ｙ
Ｕ
徳
左
衛
門

仝
県
仝
国
仝
郡
高
屋
東
村

被
告

農
Ｆ
Ｋ

源
吉

仝
県
仝
国
広
島
紙
屋
町
寄
留

山
口
県
士
族

右
代
言
人

澤

半
三
郎

仝
県
仝
国
賀
茂
郡
高
屋
東
村

〔
二
二
三
Ｂ
〕

引
合
人

農
Ｍ
Ｙ
泰
十
郎

其
方
共
一
件
審
理
ヲ
遂
ル
処
原
告
訴
ヘ
ノ
旨
趣
ハ
慶

応
四
辰
年*  
五
月
被
告
源
吉
并
仝
人
父
要
吉
ヘ
米
六
石
貸

 

 *  

西
暦
一
八
六
八
年

渡
シ
明
治
元
年
十
二
月
限
リ
返
済
可
致
ノ
証
書
取
置
ク
処

満
期
後
謂
レ
ナ
キ
異
議
申
立
〔
テ
〕
返
米
致
サ
ヾ
ル
ニ
付
約
ノ

如
ク
被
告
ヨ
リ
返
済
ヲ
得
ヘ
キ
旨
陳
述
ス
被
告
答
フ
ル

旨
趣
ハ
本
訴
ノ
証
原
告
ヘ
差
入
米
借
候
儀
ハ
之
レ
ナ
ク

捺
印
ハ
亡
父
要
吉
ノ
印
影
ニ
シ
テ
自
分
ノ
印
影
ニ
之
レ
ナ

シ
既
ニ
受
人
Ｍ
Ｙ
泰
十
郎
ヨ
リ
新
兵
衛
寅
吉
ヘ
宛

タ
ル
明
治
元
年
辰
十
二
月
付
証
書
ノ
全
文
ニ
テ
モ
自
分

借
受
ケ
ザ
ル
ハ
明
瞭
ナ
リ
因
テ
原
告
人
ヘ
返
弁
ノ
義

務
ナ
キ
旨
答
弁
セ
リ
引
合
人
泰
十
郎
ニ
於
テ
ハ

〔
二
二
四
Ａ
〕

本
訴
貸
借
ノ
原
告
証
ヘ
受
人
ニ
相
立
押
印
セ
シ
ハ
相
違

之
レ
ナ
ク
尤
被
告
ヨ
リ
申
立
ル
新
兵
衛
寅
吉
宛
テ
ノ
証

書
自
分
ヨ
リ
差
入
レ
タ
ル
儀
之
レ
ナ
ク
捺
印
モ
自
印
ニ
ア
ラ
ザ
ル



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 

一
九
六
（
　
　
　
）

一
九
六

旨
申
述
セ
リ
仍
テ
判
決
ス
ル
左
ノ
如
シ

第
一
条

被
告
ニ
於
テ
本
訴
証
書
自
己
名
下
タ
ノ
捺
印
ハ
父

要
吉
ノ
印
影
ニ
シ
テ
自
印
ニ
ア
ラ
ザ
ル
旨
申
立
ル
処
該

証
面
要
吉
源
吉
父
子
仝
印
ヲ
押
捺
之
レ
ア
リ
而
シ
テ

右
要
吉
モ
借
主
ニ
候
上
ハ
自
己
名
下
タ
ノ
捺
印
亡
父
ノ
印

影
ナ
リ
ト
云
フ
ヲ
以
テ
返
弁
ノ
義
務
ナ
シ
ト
セ
ズ

第
二
条

被
告
ニ
於
テ
受
人
Ｍ
Ｙ
泰
十
郎
ヨ
リ
新
兵
衛

寅
吉
ヘ
宛
テ
タ
ル
証
書
ヲ
以
テ
原
告
ヨ
リ
米
借
無
之
段

明
瞭
ノ
旨
申
立
〔
ル
〕
ト
雖
ト
モ
右
証
書
ハ
被
告
源
吉
ヘ
取

〔
二
二
四
Ｂ
〕

置
キ
タ
ル
書
面
ニ
ハ
無
之
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
泰
十
郎
〔
ニ
〕
於
テ
右

書
面
ヲ
出
タ
セ
シ
儀
之
レ
ナ
ク
捺
印
モ
自
印
ニ
無
之
旨

申
立
ル
以
上
ハ
被
告
ニ
於
テ
米
借
ナ
シ
ト
ノ
証
拠

ニ
ハ
採
用
ナ
シ
ガ
タ
シ

第
三
条

前
条
々
ノ
通
ニ
付
原
告
請
求
ノ
米
六
石

約
定
ノ
利
米
ヲ
付
シ
被
告
人
ヨ
リ
速
ニ
返
済
可

致
儀
ト
判
決
候
事

但
訴
訟
入
費
ハ
成
規
ノ
通
リ
被
告
人
ヨ
リ
原
告

并
引
合
人
ヘ
償
却
ス
ベ
シ

代

書

人

右
之
通
申
渡
セ
シ
間
其
旨
可
相
心
得
事

明
治
九
年
九
月
廿
二
日

〔
二
二
五
Ａ
〕

主
四
級
判
事
補
一
色
小
十
郎
印

副
三
級
判
事
補
山
田
熊
雄
　
印

 〔
二
二
五
Ｂ
〕

　（
記
述
ナ
シ
）

〔
二
二
六
Ａ
〕（
注

、

）

１５４

１５５

【
七
三
】
貸
金
催
促
ノ
訴

九
月
三
十
一
日
呼
出*  

九
年
十
月
廿
一
日
申
渡*  

*  

欄
外
に
朱
書
き
、
三
十
日
の
誤
り
か

明
治
九
年
第
二
千
三
百
九
十
五
号*  *  

*  *  

朱
書
き

七
等
判
事
印*  *  *  

*  *  *  
「
横
地
安
信
」
の
丸
朱
印

主
四
級
判
事
補
一
色
小
十
郎
印

副
三
級
判
事
補
山
田
熊
雄

印

裁
判
案

広
島
県
安
芸
国
賀
茂
郡
高
屋
東
村

原
告

農



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

一
九
七
（
　
　
　
）

一
九
七

Ｍ
Ｙ
泰
十
郎

貸
金
催
促
ノ
訴

仝
県
仝
国
仝
郡
仝
村

農

被
告

Ｆ
Ｋ

源
吉

仝
県
広
島
紙
屋
町
寄
留

〔
二
二
六
Ｂ
〕

山
口
県
士
族

右
代
言
人

澤

半
三
郎

其
方
共
一
件
審
理
ヲ
遂
ル
処
原
告
Ｍ
Ｙ
泰
十
郎

儀
慶
応
四
年
辰
四
月
被
告
Ｆ
Ｋ
源
吉
ヘ
仝
年
十
月

限
リ
返
済
ノ
約
定
ニ
テ
金
拾
五
円
貸
渡
シ
仝
人
ヨ
リ
取
置
キ
タ
ル

本
証
中
ニ
来
辰
十
月
限
ノ
明
文
ハ
仝
年
十
月
ヲ
云
フ
モ
ノ

ニ
シ
テ
満
期
後
返
弁
致
サ
ヾ
ル
ニ
付
約
ノ
如
ク
被
告
ヨ
リ
返
済
ヲ

得
ヘ
キ
旨
申
立
テ
被
告
ニ
於
テ
ハ
本
訴
証
ノ
捺
印
ハ
自

印
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
亡
父
要
吉
ノ
印
影
ナ
リ
右
亡
父
印

影
ハ
予
テ
紛
失

セ
シ
ニ
付
右
ノ
捺
印
ハ
甚
タ
不

審
ニ
シ
テ
全
ク
該
証
ヲ
差
入
レ
〔
タ
ル
〕
原
告
ヨ
リ
金
借
候
儀
ハ

之
レ
ナ
シ
加
之
辰
十
月
限
ノ
明
文
ハ
原
告
ニ
於
テ
慶
応
四
年*  
辰

 

 *  

西
暦
一
八
六
八
年

〔
二
二
七
Ａ
〕

十
月
ナ
リ
ト
申
立
〔
ル
〕
ト
雖
ト
モ
慶
応
四
年
辰
四
月
付
ノ
本
証
ニ

 
年
月
記

 
臆
セ
ズ

来
辰
十
月
限
リ
ト
ア
ツ
テ
ハ
其
ノ
年
ノ
十
月
ト
ハ
不
相
聞
仮
ニ

本
証
ヲ
実
正
ト
看
做
候
ト
モ
約
定
期
間
内
ニ
可
有
之

旨
答
弁
セ
リ
仍
テ
裁
決
ス
ル
左
ノ
如
シ

第
一
条

被
告
ニ
於
テ
本
証
書
原
告
人
ヘ
差
入
タ
ル
儀
之
レ

ナ
キ
旨
申
立
〔
ル
〕
ト
雖
ト
モ
証
書
ノ
捺
印
ハ
亡
父
要
吉
ノ
印

影
ニ
相
違
ナ
キ
旨
申
立
既
ニ
Ｋ
Ｄ
幸
助
ヨ
リ
掛
ル
訴

証
中
ノ
被
告
源
吉
捺
印
ト
同
一
ナ
ル
以

上
ハ
被
告
人
ニ
於
テ
該
証
書
差
入
レ
金
借
候
儀
ナ
シ
ト
云
フ
ヲ

得
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
条

原
告
ニ
於
テ
本
訴
ノ
証
書
中
ニ
来
辰
十
月
限

ト
ハ
仝
年
十
月
限
ノ
謂
ヒ
ナ
リ
ト
申
立
テ
ル
処
被
告
ニ
於
テ
ハ

〔
二
二
七
Ｂ
〕

慶
応
四
年
辰
四
月
付
ノ
本
証
ニ
来
辰
十
月
限
リ
ト
ア
ツ

テ
ハ
其
年
ノ
十
月
ニ
ハ
相
当
不
致
旨
申
立
テ
畢
竟
定
約
ヲ
結
ヒ

シ
ハ
慶
応
四
年
辰
四
月
ニ
シ
テ
来
辰
十
月
限
ト
ハ
其
年

ノ
十
月
ト
ハ
看
做
カ
タ
シ
依
テ
該
証
ノ
来
辰
十
月
限
ト
ハ

慶
応
四
年
ヨ
リ
十
三
ヶ
年
後
明
治
十
三
年
十
月
期
限

ナ
リ
ト
判
決
ス*  

*  

欄
外
上
部
に
朱
の

但
訴
訟
入
費
ハ
原
被
告
ト
モ
各
自
費
タ
ル
ベ
シ

書
入
れ
が
あ
る
。

代
書
人

本
項
末
尾
を
参
照
。

右
之
通
申
渡
セ
シ
間
其
旨
可
相
心
得
候
事

明
治
九
年
十
月
十
四
日

明
治
九
年
訴
状
番
号

貮
千
三
百
九
十
七
号



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 

一
九
八
（
　
　
　
）

一
九
八

*  
「
本
訴
証
書
ノ
明
文
ニ
依
リ
判
决
ス
固
リ
穏
当
ト
ス

も
と
よ

然
リ
ト
雖
モ
僅
々
十
五
円
金
返
還
十
三
年
ノ
後
ヲ
期
ス

普
通
ノ
人
情
ニ
乖
異
ス
ト
云
ヘ
シ

仍
テ
想
フ
ニ
本
件
締
約
辰
ノ
四
月
ナ
レ
ハ

辰
年
ハ
既
ニ
来
ル
モ
辰
ノ
十
月
未
タ
来
ル
ニ
非
ス
ト
セ
ハ

当
年
十
月
ヲ
以
テ
期
限
ト
ナ
ス
モ
憑
拠
ナ
シ
ト
セ
ス
暫
ク
一
説
ニ
備
フ
」

印*  

*  
「
山
田
」
の
丸
朱
印

〔
二
二
八
Ａ
〕（
注

、

）

１５６

１５７

【
七
四
】
耕
地
用
分
水
之
訴

明
治
九
年
第
二
千
百
号*  

*  

朱
書
き

印*  *  

*  *  
「
横
地
安
信
」
の
丸
朱
印

裁

判

案
広
島
県
備
後
国
安
那
郡
山
野
村

字

耕
地
所
有
人
惣
代

農

原

告

Ｍ

猪
右
衛
門

仝
県
仝
国
仝
郡
仝
村
仝
惣
代

農

原

告

Ｗ
Ｂ

與
十
郎

 
高
尾

 
大
部

耕
地
用
分
水
之
訴

仝
県
仝
国
仝
郡
同
村

字

耕
地
所
有
人
惣
代

農

〔
二
二
八
Ｂ
〕

被

告

Ｔ
Ｍ

平
右
衛
門

仝
県
仝
国
仝
郡
仝
村
仝
惣
代

農

被

告

Ｍ
Ｉ

傳
次
郎

其
方
一
件
審
理
ヲ
遂
ル
処
原
告
訴
ル
旨
趣
ハ

字

所
有
ノ
耕
地
養
水
ハ
往
昔
ヨ
リ
井
堰
ヲ
以
テ

川
水
ヲ
引
来
ル
処
去
ル
安
政
度*  
ニ
同
村
字

耕
地
所
有
ノ

 

 *  

西
暦
一
八
五
四
～
六
〇
年

被
告
人
ヨ
リ
上
流
ニ
於
テ
擅
ニ
井
堰
ヲ
設
ケ
引
水
致
ス

ほ
し
い
ま
ま

ニ
付
字

養
水
闕
乏
農
業
ニ
障
害
不
少
因
テ
其
節

被
告
ヘ
談
判
ノ
上
今
後
新
堰
致
ス
間
敷
旨
安
政
三

辰
年*  
五
月
付
規
定
書
ヲ
取
置
キ
タ
リ
爾
後
二
十
余
年

*  

西
暦
一
八
五
六
年

間
ニ
被
告
ヨ
リ
尚
又
新
堰
ヲ
設
ケ
引
水
致
ス
ニ
付
右

規
定
書
ヲ
以
テ
談
判
〔
ニ
〕
ヲ
ヨ
ブ
ト
雖
ト
モ
地
租
御
改

〔
二
二
九
Ａ
〕

正
ニ
付
テ
ハ
引
水
ノ
区
分
ハ
無
之
抔
申
立
テ
協
議
至
ラ
ズ

畢
竟
分
水
ハ

割
ノ
仕
来
リ
ニ
候
上
ハ
前
段
ノ

 
七
谷

 
大
谷

 
高
尾

 
大
部

 
七
谷

 
大
谷

 
高
尾

 
大
部 

被
告
三
昼
夜

 
自
分
共
二
昼
夜



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

一
九
九
（
　
　
　
）

一
九
九

規
定
書
ニ
基
キ
安
政
度
以
来
ノ
新
堰
ヲ
止
メ
右
習
慣

通
リ
ノ
分
水
ニ
今
後
異
議
之
レ
ナ
キ
旨
ノ
約
定
書
為
取

換
ヲ
得
ベ
キ
旨
陳
述
セ
リ
被
告
答
フ
ル
旨
趣
ハ
原
告

ヨ
リ
証
拠
ニ
申
立
ル
規
定
書
ハ

ノ
新
田
持
チ
惣
代

ヨ
リ
取
結
ヒ
タ
ル
規
定
書
ニ
シ
テ
原
告
ト
ノ
分
水
ハ

ニ
仕
来
タ
ル
ハ
相
違
ナ
キ
処
右
規
定
後
新
堰
ヲ
設
ケ

タ
ル
儀
ハ
之
レ
ナ
シ
且
ツ
原
告
ヨ
リ
仕
来
リ
通
リ
ノ
為
取
換
書
ヲ

要
ス
ト
雖
ト
モ
地
租
御
改
正
相
成
候
以
上
ハ
新
古
田
ノ
別
ニ

拠
テ
分
水
ノ
区
別
ハ
有
之
間
敷
因
テ
今
後
干
魃
ノ
節

二
昼
夜
原
告
方
ヘ
分
水
致
サ
セ
ガ
タ
キ
ニ
付
原
告
ノ
求
メ

ニ
応
セ
サ
ル
旨
答
弁
セ
リ
仍
テ
判
決
ス
ル
左
ノ
如
シ

〔
二
二
九
Ｂ
〕

第
一
条

原
告
ニ
於
テ
安
政
度
ニ
規
定
書
受
取
候
以

来
二
十
余
年
間
ニ
被
告
ヨ
リ
新
堰
ヲ
設
ケ
夫
レ
ガ

タ
メ
養
水
闕
乏
ニ
付
右
新
堰
ヲ
止
メ
度
旨
申
立
ル

処

証
書
ニ
井
堰
ノ
数
ハ
記
載
之
レ
ナ
ク
其
他
新

古
ヲ
別
ツ
ベ
キ
証
左
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
実
際
障
害

之
レ
ア
リ
「
ナ
ラ
バ
」*  

二
十
余
年
間
経
過
ス
ル
ノ
謂
レ
ナ
キ
ヲ
以
テ

 

 *  

朱
で
三
文
字
挿
入

右
井
堰
ヲ
止
度
ト
ノ
申
分
ハ
採
用
不
致
候
事

第
二
条

原
告
所
有

被
告
所
有

ノ
耕
地
養
水
ハ

分
水
ノ
習
慣
ナ
ル
旨
原
被
告
申
口
符
合
シ

 
七
谷

 
大
谷

 
原
告
二
昼
夜

 
自
分
共
三
昼
夜

 
高
尾

 
大
部

 
七
谷

 
大
谷

原
告
二
昼
夜

被
告
三
昼
夜

而
シ
テ
被
告
ニ
於
テ
地
租
改
正
後
分
水
ノ
区
別
ハ
無

之
ニ
付
右
習
慣
通
リ
分
水
致
サ
セ
ガ
タ
シ
ト
ノ
申
分
ハ

不
相
立
ニ
付
原
告
請
求
ノ
習
慣
ノ
通
リ
分
水

今
後
互
ニ
異
変
致
ス
間
敷
ト
ノ
為
取
換
書
受

〔
二
三
〇
Ａ
〕

渡
ス
可
キ
儀
ト
判
決
候
事

但
訴
訟
入
費
ハ
規
則
ノ
通
リ
被
告
ヨ
リ
償
却
ス
可
シ

代

書

人

右
之
通
申
渡
セ
シ
間
其
旨
可
相
心
得
候
事

明
治
九
年
八
月
二
日
決
ス

*  
「
決
ス
」
は
朱
字

主
四
級
判
事
補
一
色
小
十
郎
印

副
十
三
等
出
仕
松
野
節
夫

印

〔
二
三
〇
Ｂ
〕

（
記
述
ナ
シ
）

〔
二
三
一
Ａ
〕（
注

、

）

１５８

１５９

【
七
五
】
貸
銀
催
促
ノ
訴



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 

二
〇
〇
（
　
　
　
）

二
〇
〇

七
月
廿
二
日
申
渡
済*  

○*  

*  

欄
外
に
墨
書
き

明
治
九
年
第
千
六
百
七
十
一
号*  *  

*  *  

朱
書
き

印*  *  *  

裁

判

案

*  *  *  
「
横
地
安
信
」
の
丸
朱
印

広
島
県
備
後
国
深
津
郡
東
町

士
族

原
告
人

Ｈ
Ｎ

源
吉

仝
県
同
国
同
郡
西
町

士
族

原
告
代
人

Ｏ
Ｂ

壮
作

仝
県
同
国
仝
郡
同
町

士
族

仝

Ｍ
Ｋ

半
藏

仝
県
仝
国
仝
郡
古
吉
津
町

士
族

〔
二
三
一
Ｂ
〕

仝

Ｙ
Ｇ

虎
治

貸
銀
催
促
ノ
訴

仝
県
同
国
沼
隈
郡
草
深
村

農

三
郎
事

被
告
人

Ｓ
Ｇ

弥
平
治

其
方
共
一
件
審
理
ヲ
遂
ル
処
原
告
訴
フ
ル
趣
意
ハ

明
治
四
年
十
二
月
被
告
弥
平
治
ヘ
貸
銀
四
拾
貫
目
被

Ｃ ｈ

告
ヨ
リ
Ｈ
Ｎ
源
吉
ヘ
返
済
ヲ
遂
ケ
タ
ル
旨
明
治
四
年
九
月

五
日
付
ノ
受
取
書
ヲ
以
テ
申
立
ル
処
源
吉
ニ
於
テ
右
受

取
書
ヲ
差
出
不
申
勿
論
受
取
書
ノ
捺
印
源
吉
印
影
ニ

之
レ
ナ
シ
既
ニ
明
治
五
年
十
二
月
朔
日
被
告
ヘ
及
督
促
其
節

明
治
六
年
一
月
限
リ
返
済
可
致
ノ
証
書
取
置
キ
爾

後
明
治
六
年
二
月
五
日
付
書
状
差
越
シ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
テ

〔
二
三
二
Ａ
〕

返
弁
致
サ
ヽ
ル
ニ
付
小
田
県
庁
ヘ
出
訴
〔
ニ
〕
ヲ
ヨ
フ
処

本
訴
貸
銀
証
書
被
告
ヨ
リ
不
審
ノ
廉
有
之
旨

申
立
終
ニ
刑
事
課
ノ
取
糺
シ
相
成
ル
処
結
局

被
告
弥
平
次
負
債
主
ノ
名
義
免
カ
レ
ザ
ル
旨
申
シ

マ
マ

渡
シ
相
成
タ
ル
ヲ
被
告
ニ
於
テ
謂
レ
ナ
キ
異
議
申
立
ト
雖
ト
モ

前
段
約
定
通
リ
被
告
ヨ
リ
返
済
ヲ
得
ヘ
キ
旨
陳

述
セ
リ
被
告
答
フ
ル
趣
意
ハ
原
告
ヨ
リ
証
拠
ニ
申
立
ル

銀
四
拾
貫
目
借
用
証
ハ
自
分
ヨ
リ
Ｈ
Ｎ
源
吉
ヘ
差
入
タ

ル
ニ
相
違
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
右
ハ
明
治
四
年
九
月
五
日
元
利
ト
モ

源
吉
ヘ
返
済
ヲ
遂
ケ
其
節
証
書
ハ
追
テ
差
戻
ス
可
シ
ト
ノ

申
シ
聞
ニ
拠
リ
別
紙
受
取
書
ノ
ミ
ヲ
取
置
キ
タ
リ
然
ル
ニ

明
治
五
年
十
二
月
朔
日
豈
計
ン
ヤ
原
告
代
人
Ｍ
Ｋ
半
藏
Ｏ
Ｂ

壮
作
ヨ
リ
右
ノ
証
書
ヲ
以
テ
源
吉
同
社
共
有
銀
ヲ
貸

〔
二
三
二
Ｂ
〕

渡
セ
シ
旨
ニ
テ
厳
重
督
促
ニ
付
テ
ハ
自
分
ニ
於
テ



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

二
〇
一
（
　
　
　
）

二
〇
一

二
重
払
ニ
立
チ
至
ル
ベ
ク
意
外
ノ
儀
ニ
候
得
共
明
治
六
年

一
月
限
リ
返
済
可
致
ノ
証
書
相
渡
シ
置
キ
尋
デ
明

つ
い

治
六
年
二
月
五
日
付
書
状
ヲ
贈
致
セ
リ
其
後
明
治

七
年
八
月
Ｈ
Ｎ
源
吉
ヨ
リ
右
返
弁
済
ノ
証
書
ヲ
以
テ
小

田
県
ヘ
出
訴
相
成
ル
処
本
証
書
面
ハ
八
月
切
ノ
八
ヲ
四
ニ

末
ノ
四
月
ノ
四
ヲ
十
二
ト
書
改
メ
之
レ
ア
ル
不
審
ノ
廉
等
詳
載マ
マ

ノ
答
弁
書
差
出
シ
タ
ル
末
結
局
刑
事
課
ニ
於
テ
申
渡
シ

有
之
書
面
ニ
曰
ク
普
請
受
負
ノ
者
入
費
金
借
用
ノ
旧
藩

マ
マ

札
五
百
貫
目
ノ
証
書
ヲ
七
通
ノ
内
ヘ
右
四
拾
貫
目
ノ
金
額
源

吉
房
助
取
遣
ス
ル
処
ノ
通
帖
ニ
明
確
タ
リ
弥
平
次
ニ
於
テ

マ
マ

ハ
一
旦
返
済
後
云
々
ト
之
レ
ア
リ
抑
右
証
書
ノ
原
由
タ
ル

Ｙ
Ｄ
房
助
原
告
人
ヨ
リ
新
開
受
負
賃
額
ノ
内
銀

マ
マ

〔
二
三
三
Ａ
〕

受
取
ル
ニ
付
証
文
十
七
通
差
入
レ
タ
ル
内
ノ
一
通
ニ
シ
テ
自
分

借
受
ケ
タ
ル
ニ
之
レ
ナ
キ
処
証
書
面
借
主
ニ
相
立
チ
有
之
ニ
付

最
前
返
弁
ヲ
遂
ケ
タ
ル
ハ
右
明
文
ニ
テ
モ
明
瞭
ニ
付
此
上

返
済
ノ
義
務
ナ
キ
旨
答
弁
セ
リ
仍
テ
判
決
ス
ル
左

条
ノ
如
シ

第
一
条

原
告
ヨ
リ
被
告
ヘ
貸
銀
四
拾
貫
目
ハ
被
告
ニ
於
テ

明
治
四
年
九
月
五
日
付
ノ
受
取
書
ヲ
以
テ
既
ニ
返
弁
ヲ

遂
ケ
タ
ル
旨
申
立
テ
原
告
ニ
於
テ
ハ
受
取
書
ヲ
出
サ
ズ

捺
印
モ
相
違
セ
ル
旨
ヲ
申
立
テ
而
シ
テ
被
告
ヨ
リ
明
治
五

年
十
二
月
朔
日
付
右
銀
四
拾
貫
目
元
利
ト
モ
明
治
六
年

一
月
限
リ
返
済
可
致
ノ
証
書
原
告
代
人
ヘ
相
渡
シ
尋
デ
つ
い

　
明
治
六
年
二
月
五
日
付
右
銀
心
配
候
得
共
出
来
申

　
サ
ズ
ニ
付
一
応
書
入
地
御
渡
申
置
ク
云
々
ノ
書

〔
二
三
三
Ｂ
〕

　
状
原
告
代
人
ヘ
贈
〔
リ
〕
タ
ル
旨
原
被
告
申
分
符
合
セ
シ
以
上
ハ

　
被
告
ニ
於
テ
明
治
四
年
九
月
五
日
付
ノ
受
取
書
ヲ
以
テ

　
原
告
請
求
銀
返
済
義
務
ナ
シ
ト
ノ
申
立
ハ
明
治
五
年

　
十
二
月
朔
日
付
自
約
証
書
ノ
旨
意
ニ
反
対
ノ
申

　
分
ニ
シ
テ
不
条
理
タ
ル
ヲ
以
テ
不
採
用

第
二
条
　
被
告
ヨ
リ
小
田
県
刑
事
課
ニ
於
テ
ノ
申
渡
書
ヲ
以
テ

　
既
ニ
返
済
ヲ
遂
ケ
タ
ル
証
ト
申
立
ル
処
書
中
弥
平

　
治
ハ
負
債
主
ノ
名
義
免
カ
レ
ス
ノ
明
文
ア
ツ
テ
右
書
面
ハ

　
到
底
通
常
貸
借
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ニ
テ
刑
法
ニ
関
セ
ザ

　
ル
旨
ヲ
申
渡
セ
シ
趣
意
ナ
ル
ニ
付
原
告
ヘ
対
シ
返

　
弁
ノ
義
務
ヲ
免
レ
タ
ル
ト
ノ
申
分
ハ
不
相
立

第
三
条
　
前
条
々
ノ
通
ニ
付
原
告
請
求
〔
ノ
〕
銀
四
拾
貫
目

〔
二
三
四
Ａ
〕

　
約
定
ノ
利
子
ヲ
加
ヘ 

被
告
人
ヨ
リ

　
返
済
可
致
儀
ト
判
決
ス

　
　
但 
訴
訟
入
費
ハ
成
規
通
リ
被
告
人
ヨ
リ
償

　
　 
却
可
致
事

 
計
算
旧
福
山
藩
札

 
比
較
表
ニ
拠
ル
ベ
シ



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 

二
〇
二
（
　
　
　
）

二
〇
二

差
添
人

代
書
人

右
之
通
申
渡
セ
シ
間
其
旨
可
相
心
得
事

明
治
九
年
七
月
十
三
日

主
四
級
判
事
補
一
色
小
十
郎
印

副
十
三
等
出
仕
松
野
節
夫

印

〔
二
三
四
Ｂ
〕

（
記
述
ナ
シ
）

〔
二
三
五
Ａ
〕（
注

、

）

１６０

１６１

【
七
六
】
返
米
催
促
ノ
訴

明
治
九
年
第
四
百
五
号

印*  

裁
判
申
渡
案

*  
「
横
地
安
信
」
の
丸
朱
印

広
島
稲
荷
町
東
組

商

返
米
催
促
ノ
訴

原
告
人

Ｔ
Ｄ

吉
藏

安
芸
郡
大
須
賀
村

農

右
代
言
人

奥
本
數
奇
男

広
島
袋
町

有
禄
平
民

被
告
人

Ｋ
Ｂ
千
次
郎

其
方
共
一
件
審
理
ヲ
遂
ル
処
左
ノ
如
シ

原
告
吉
藏
〔
ニ
〕
於
テ
明
治
六
年
十
月
被
告
千
次
郎
ヘ
無
利

〔
二
三
五
Ｂ
〕

息
貸
金
五
十
四
円
四
拾
銭
ハ
爾
後
年
々
米
三
石
ヅ
ヽ
返
済
ヲ

受
ケ
候
約
定
ノ
処
明
治
六
年
分
三
石
ハ
同
七
年
一
月
受
取
明
治
七
八
両
年

返
米
六
石
相
滞
ル
分
被
告
ヨ
リ
受
取
ヘ
キ
旨
申
立
タ
リ

被
告
千
次
郎
〔
ニ
〕
於
テ
ハ
明
治
六
年
十
月
金
五
拾
四
円
四
拾
銭
借
受
ケ

年
々
三
石
ツ
ヽ
返
米
致
ス
ベ
キ
約
定
ハ
相
違
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
右
ハ

全
ク
家
禄
ノ
内
ヲ
以
テ
返
済
ス
ベ
キ
約
定
ニ
付
壬
申
年
三
百
号

御
布
令*  
後
公
裁
ヲ
仰
ク
ベ
キ
権
利
之
レ
ナ
キ
旨
ヲ
答
弁
セ
リ

 

 *  
（
注

の
２
）
参
照

１６１

仍
テ
判
決
ス
ル
左
ノ
如
シ

被
告
〔
ニ
〕
於
テ
原
告
ヨ
リ
請
求
ス
ル
返
米
ハ
家
禄
ノ
内
ヲ
以
テ
返

米
ス
ベ
キ
約
定
ナ
ル
旨
申
立
ル
ト
雖
ト
モ
証
書
ニ
家
禄
ノ
明
文
之
レ
ナ
キ

上
ハ
壬
申
年
第
三
百
号*  
ノ
公
布
ニ
関
渉
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
依
テ

原
告
請
求
ノ
米
六
石
被
告
ヨ
リ
返
弁
致
ス
ベ
キ
事

但
訴
訟
入
費
ハ
規
則
ノ
通
リ
被
告
人
ヨ
リ
償
却
ス
ベ
シ

〔
二
三
六
Ａ
〕



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

二
〇
三
（
　
　
　
）

二
〇
三

明
治
九
年
二
月
廿
日

主

権
中
属

一
色
小
十
郎
印

副
十
五
等
出
仕
小
島
範
一
郎
印

〔
二
三
六
Ｂ
〕

（
記
述
ナ
シ
）

〔
二
三
七
Ａ
〕（
注

、

）

１６２

１６３

【
七
七
】
預
ヶ
金
催
促
訴

*  
明
治
九
年
第
五
百
八
十
八
号

民
事
係
印*  *  

 

 *  

欄
外
右
上
端
に
「
言
渡
済
」
の
墨
書

印*  *  *  

*  *  
「
山
田
」「
一
色
」「
松
野
」
の
丸
朱
印

裁
判
申
渡
案

*  *  *  
「
横
地
安
信
」
の
丸
朱
印

広
島
西
引
御
堂
町
商
Ｋ
Ｎ
栄
助
代
言
人

安
芸
国
高
田
郡
佐
々
井
村
農

原
告

香
川

齊

預
〔
ヶ
〕
金
催
促
訴

同
国
山
縣
郡
木
次
村
農

被
告

Ｏ
Ｓ
精
意
都

広
島
幟
町
工

同
代
言
人

松
村
宗
次
郎

其
方
共
訴
訟
遂
審
理
処
左
ノ
如
シ

第
一
条

被
告
人
ハ
該
訴
証
書
ハ
已
ニ
破
約
セ
シ
手
残
証
文
ナ
ル
旨
申

〔
二
三
七
Ｂ
〕

立
ル
ト
雖
モ
無
証
拠
ナ
レ
バ
採
用
セ
ズ

第
二
条

原
告
人
ハ
該
証
書
金
高
ノ
内
六
円
ハ
其
ノ
原
由
宿
料
ノ

滞
リ
タ
ル
ヲ
預
リ
金
ノ
証
書
ニ
改
メ
延
期
ヲ
与
ヘ
タ
ル
旨
申

立
タ
リ
然
レ
バ
六
箇
月
ヲ
過
去
ル
ヲ
以
テ
明
治
六
年

第
三
百
六
十
二
号
御
布
告
出
訴
期
限
規
則*  
第 

*   

太
政
官
布
告
（『
法

一
条
ニ
依
リ
受
理
セ
ズ

令
全
書
』
五
六
七

第
三
条

頁
以
下
参
照

原
告
人
ハ
該
証
書
金
高
ノ
内
貮
円
ハ
其
ノ
実
別
途
ニ
貸

与
ヘ
タ
ル
ヲ
合
載
セ
シ
旨
申
立
被
告
人
ハ
原
告
人
〔
ノ
〕
申
立
ル

金
貮
円
ヲ
借
用
シ
タ
ル
ハ
相
違
無
シ
ト
雖
モ
右
ハ
別
ニ
借

用
証
ヲ
相
渡
シ
有
之
該
証
書
ニ
合
載
セ
シ
覚
無
之

旨
申
立
双
方
相
争
フ
ト
雖
モ
原
告
人
ニ
於
テ
自
カ
ラ
別

〔
二
三
八
Ａ
〕

ニ
証
書
ヲ
受
取
ラ
ズ
且
ツ
該
事
件
ノ
外
被
告
人

ニ
対
シ
貸
借
取
引
一
切
無
之
旨
申
立
而
フ
シ
テ
金
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修
道
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三
五
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一
号 

二
〇
四
（
　
　
　
）

二
〇
四

貮
円
ヲ
貸
借
シ
タ
ル
事
ハ
原
被
告
ニ
於
テ
吻
合

セ
シ
上
ハ
右
金
貮
円
ハ

借
リ
受
ケ
シ
日
ヨ
リ
裁
判
申
渡
シ
ヲ
受
ケ
シ
日
ニ
至
ル
マ
デ

壱
ヶ
年
百
分
六
ノ
利
子
ヲ
加
ヘ
被
告
人
ヨ
リ
原
告
人

ヘ
返
償
ス
ベ
キ
事

第
四
条

訴
訟
入
費
ハ
各
自
費
タ
ル
ベ
キ
事

明
治
九
年
三
月
八
日

主
少
属
粕
屋
萬
尋
印

副
中
属
馬
渡
俊
猷
印

〔
二
三
八
Ｂ
〕

（
記
述
ナ
シ
）

〔
二
三
九
Ａ
〕（
注

、

）

１６４

１６５

【
七
八
】
買
受
地
引
渡
催
促
ノ
訴

裁
許
申
渡
九
年
三
月
十
九
日*  

印*  *  

*  

欄
外
に
墨
書

明
治
九
年
第
弐
百
七
拾
三
号*  *  *  

*  *  
「
小
島
」
の
丸
朱
印

印*  *  *  *  

裁
判
申
渡
稿

*  *  *  
朱
書
き

*  *  *  *  
「
横
地
安
信
」
の
丸
朱
印

広
島
県
安
芸
国
高
田
郡
横
田
村

農
Ｎ
Ｋ
弥
三
郎
代
言
人

同
国
賀
茂
郡
別
府
村

原
告

農
田
川

喜
三
八

買
受
地
引
渡
催
促
ノ
訴同

国
高
田
郡
横
田
村

被
告

農
Ｓ
Ｈ

代
藏

其
方
共
訴
訟
遂
審
理
処

原
告
人
ハ
元
治
元
年*  
十
二
月
并
明
治
三
年
十
二
月
両
度

 

 *  

西
暦
一
八
六
四
年

ニ
被
告
人
ヨ
リ
田
地
壱
反
六
畝
草
山
都
合
三
ヶ
所
代
米
拾
壱

石
壱
斗
壱
升
五
合
八
勺
ニ
テ
買
受
ケ
直
ニ
売
切
証
書
二
通
ヲ
領
収

〔
二
三
九
Ｂ
〕

シ
其
後
地
券
証
モ
原
告
名
前
ニ
テ
受
取
リ
置
キ
タ
リ
而
シ
テ
右

地
所
ハ
買
受
ケ
タ
ル
節
ヨ
リ
被
告
人
ニ
預
ケ
置
シ
処
作
得
米
モ

年
々
差
越
シ
不
申
且
年
貢
諸
役
モ
原
告
ヨ
リ
相
納
ム
ル
次

第
ニ
付
明
治
四
五
年
頃
ヨ
リ
右
地
所
引
渡
方
掛
合
ニ
及
ブ
ト
処
被

マ
マ

告
人
ニ
於
テ
地
所
売
渡
シ
タ
ル
ニ
ハ
相
違
ナ
シ
ト
雖
モ
此
地
所
差
戻

ス
節
ハ
貧
困
差
迫
ル
旨
申
立
テ
時
日
遷
延
ス
ル
而
巳
ニ
有
之

仍
テ
明
治
八
年
二
月
以
来
再
度
及
出
訴
其
度
毎
ト
一
旦
地

所
引
渡
シ
明
治
八
年
十
一
月
限
代
米
拾
石
五
斗
壱
升
五
合
八

勺
ニ
テ
買
戻
ノ
定
約
書
ヲ
受
取
リ
其
際
済
口
証
モ
差
出

シ
タ
ル
ニ
豈
図
ヤ
其
後
約
ノ
如
ク
履
行
セ
ザ
ル
ニ
因
テ
不
得
已
今



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

二
〇
五
（
　
　
　
）

二
〇
五

般
及
出
訴
処
被
告
人
ニ
於
テ
右
買
戻
シ
期
限
ノ
節
代
金
調

達
買
戻
ヲ
掛
合
ヒ
タ
ル
旨
申
立
ル
ト
雖
モ
決
テ
其
義
無
之
ニ
付

最
初
ノ
売
切
証
并
地
券
証
ニ
基
キ
地
所
引
渡
ヲ
受
度
旨

〔
二
四
〇
Ａ
〕

申
立
タ
リ

被
告
人
ハ
原
告
人
ヘ
元
治
元
年
十
二
月
并
明
治
三

年
十
二
月
両
度
ニ
田
地
壱
反
六
畝
草
山
都
合
三
ヶ
所
代
米
拾

壱
石
壱
斗
壱
升
五
合
八
勺
ニ
テ
売
渡
シ
タ
ル
ハ
相
違
無
之
且

其
他
モ
原
告
陳
述
ノ
通
リ
ニ
有
之
尤
明
治
八
年
十
一
月
ニ
至
リ

約
ノ
如
ク
代
米
拾
石
五
斗
壱
升
五
合
八
勺
調
達
可
致
ノ
処

其
際
米
員
調
達
致
シ
難
ク
ニ
付
米
相
場
ニ
照
シ
代
金
払

入
レ
地
所
買
戻
ス
ヘ
ク
旨
及
掛
合
処
原
告
人
ニ
於
テ
代
米

ニ
非
サ
レ
ハ
地
所
買
戻
シ
ヲ
肯
ガ
ハ
ザ
ル
ニ
因
テ
今
日
迄
遷
延

シ
タ
リ
乍
去
買
戻
シ
期
限
ノ
節
代
金
ニ
テ
其
義
掛
合
ヒ
タ

ル
上
ハ
縦
令
た
と
え

米
ト
金
ト
異
ナ
ル
ト
雖
モ
強
チ
違
約
ト
ハ
難

あ
な
が

申
ニ
付
右
違
約
ノ
廉
ヲ
以
テ
地
所
引
渡
ス
ヘ
キ
義
務
ハ
無

之
ニ
依
リ
預
テ
ノ
定
約
証
ニ
基
キ
目
今
ヨ
リ
代
米
ニ
テ
地
所

か
ね

〔
二
四
〇
Ｂ
〕

買
戻
シ
度
旨
陳
述
セ
リ

仍
テ
判
决
ス
ル
左
ノ
如
シ

第
一
条

被
告
人
ニ
於
テ
元
治
元
年
十
二
月
并
明
治
三
年
十
二
月
両
度
ニ

原
告
人
ヘ
売
渡
シ
タ
ル
地
所
ハ
明
治
八
年
三
月
十
八
日
締
約

セ
シ
通
リ
明
治
八
年
十
一
月
代
金
調
達
地
所
買
戻
シ
ヲ
掛
合

ヒ
タ
ル
旨
申
立
ル
ト
雖
モ
兼
テ
定
約
ノ
代
米
ニ
之
ナ
ク
且
原

告
人
ノ
申
口
吻
合
セ
ザ
ル
上
ハ
無
証
拠
ナ
ル
ヲ
以
テ
採
庸
為
マ
マ

シ
難
シ

第
二
条

今
般
訴
出
ツ
ル
地
所
ハ
原
告
人
ニ
於
テ
売
切
証
并
地
券
証

モ
所
持
シ
且
最
初
買
受
ノ
節
ヨ
リ
右
地
所
ニ
関
ス
ル
年

貢
諸
役
ハ
原
告
ヨ
リ
相
納
メ
来
リ
加
フ
ル
ニ
前
条
ノ
筋
合

〔
二
四
一
Ａ
〕

ナ
ル
ヲ
以
テ
買
戻
シ
約
定
書
明
治
八
年
十
一
月
十
五
日
ノ
期
限
ヲ

過
去
リ
タ
ル
上
ハ
被
告
ニ
於
テ
買
戻

シ
ヲ
請
求
ス
ル
権
理
無
之
ニ
付
原
告
請
求
ノ
通
リ
被
告
人

マ
マ

ヨ
リ
田
地
壱
反
六
畝
歩
外
ニ
草
山
都
合
三
ヶ
所
速
ニ
引
渡
ス
ヘ
キ

事

第
三
条

該
件
訴
訟
入
費
ノ
義
ハ
被
告
人
ヨ
リ
原
告
人
ヘ
償
却
ス

ヘ
シ

明
治
九
年
三
月
十
九
日

主
十
五
等
出
仕
小
島
範
一
郎
印

副
少
属

粕
屋
萬
尋

印
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修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 

二
〇
六
（
　
　
　
）

二
〇
六

〔
二
四
一
Ｂ
〕

（
記
述
ナ
シ
）

〔
二
四
二
Ａ
〕（
注

、

）

１６６

１６７

【
七
九
】
地
所
明
渡
催
促
之
訴

弐
千
四
百
九
十
九
号*  

*  

朱
書
き

印*  *  

裁
判
申
渡

*  *  
「
横
地
安
信
」
の
丸
朱
印

広
島
県
安
芸
国

広
島
鷹
匠
町

Ｔ
Ｋ
久
太
郎
代
言
人

同
人
父
商

原
告
人

Ｔ
Ｋ
源
三
郎

地
所
明
渡
催
促
之
訴

同
県
同
国

同
所
同
町
雑

被
告
人

Ｓ
Ｓ
Ｋ
新
兵
衛

其
方
共
一
件
遂
吟
味
処

原
告
Ｔ
Ｋ
久
太
郎
儀
被
告
Ｓ
Ｓ
Ｋ

〔
二
四
二
Ｂ
〕

新
兵
衛
ヘ
貸
渡
ス
処
ノ
地
所
明
ヶ
渡
ノ

儀
ハ
昨
八
年
八
月
出
訴
御
審
判
中
示
談
ノ
上

更
ニ
二
十
日
間
貸
渡
シ
賃
金
一
日
三
銭
六

厘
ニ
取
極
メ
同
年
十
一
月
十
五
日
限
リ
可
明
渡

ノ
定
約
書
取
置
一
件
済
口
証
差
出
ス
処

右
期
限
過
去
ル
ト
雖
モ
明
渡
サ
ス
賃

金
モ
払
ヒ
呉
レ
サ
ル
ニ
付
再
ヒ
訴
出
タ
ル
義
ニ
テ

最
早
相
対
猶
予
ハ
難
致
趣
申
立

被
告
Ｓ
Ｓ
Ｋ
新
兵
衛
〔
ニ
〕
於
テ
ハ
前
段
原
告
申

立
ノ
通
リ
相
違
ナ
シ
ト
雖
モ
最
初
ヨ
リ
ノ
運
ヒ
合

モ
有
之
尚
相
対
示
談
致
度
ニ
付
右
地
所
明
ヶ

渡
シ
ノ
儀
更
ニ
五
十
日
間
ノ
猶
予
〔
ヲ
〕
受
ケ
度
旨

陳
述
セ
リ
仍
テ
判
決
左
ノ
如
シ

〔
二
四
三
Ａ
〕

該
件
昨
八
年
八
月
出
訴
審
判
中
更
ニ
定

約
取
結
ヒ
示
談
済
口
証
差
出
シ
タ
ル
者
ニ
付

被
告
〔
ニ
〕
於
テ
右
定
約
ヲ
取
消
ス
ヘ
キ
憑
拠

無
之
徒
ニ
明
ヶ
渡
ノ
猶
予
ヲ
乞
フ
ト
雖
モ
原

告
人
承
諾
セ
サ
ル
上
ハ
陳
述
ノ
趣
採
用
不

相
成
速
ニ
定
約
ノ
通
リ
可
執
行
事

但
訴
訟
入
費
ハ
規
則
ノ
通
被
告
人
ヨ
リ
償

却
ス
可
シ



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

二
〇
七
（
　
　
　
）

二
〇
七

明
治
九
年
二
月
廿
四
日

主

中

属

山
田
熊
雄
印

副
十
三
等
出
仕
松
野
節
夫
印

〔
二
四
三
Ｂ
〕

（
記
述
ナ
シ
）

〔
二
四
四
Ａ
〕（
注

、

）

１６８

１６９

【
八
〇
】
所
有
地
草
山
取
戻
ノ
訴

申
渡
明
治
九
年
三
月
廿
八
日*  

*  

欄
外
に
墨
書
き

九
年
百
七
十
七
号*  *  

*  *  

朱
書
き

印*  *  *  

*  *  *  
「
横
地
安
信
」
の
丸
朱
印

裁
判
申
渡広

島
県
安
芸
国
豊
田
郡

能
良
村
農

Ｍ
Ｄ
秀
次
代
言
人

同
村
農

原
告

松
田

円
助

所
有
地
草
山
取
戻
ノ
訴

同
県
同
国
同
郡
戸
野
村

農

被
告

Ｓ
Ｔ

善
助

同
村
農

右
代
言
人

積
田

桂
助

〔
二
四
四
Ｂ
〕

同
村
農

被
告

Ｈ

健
左
衛
門

同
村
農

引
合
人

Ｈ
Ｙ

弥
三
郎

同
村
農

同

Ｎ
Ｍ

小
七

所
有
地
草
山
経
界
争
論
実
地
検
査
ノ
上
無
証
拠

ニ
付
却
下
ニ
ナ
ル
ヲ
更
ニ
証
憑
ヲ
得
テ
訴
ル
ニ
付
遂
審

問
処

一
原
告
ニ
於
テ
ハ
豊
田
郡
戸
野
村
ノ
内
字
ナ
杉
風

呂
山
ヲ
八
拾
年
以
前
同
村
ヨ
リ
買
請
無
税
ニ
テ

所
有
シ
第
一
号
ノ
通
持
地
合
筆
ニ
地
券
拝
受

第
二
号
内
訳
一
筆
限
帖
ニ
字
附
致
シ
置
ク
ヲ

〔
二
四
五
Ａ
〕

被
告
Ｓ
Ｔ
善
助

儀
同
字
杉
風
呂
下
ニ
畑

戸
野
村
持
地
ヲ
安
政
五
年*  
以
来
同
村
ヨ
リ
受
作

*  

西
暦
一
八
五
八
年

致
シ
居
リ
慶
応
三
卯
年*  
六
月
頃
境
界
ヲ
侵
シ
私
有

*  

西
暦
一
八
六
七
年

ノ
草
山
荒
神
下
ヘ
立
入
柴
草
刈
取
ル
ニ
付
争
論
ヲ
生

 
元
ハ
栄
吉

 
ト
云
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五
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一
号 

二
〇
八
（
　
　
　
）

二
〇
八

シ
該
村
役
人
立
合
実
地
見
分
ノ
上
私
有
草
山
ノ
内

マ
マ

山
瀬
溝
下
ノ
荒
蕪
地
代
米
壹
斗
受
取
戸
野
村

ヘ
売
渡
シ
右
柴
草
刈
取
タ
ル
論
所
ト
交
換
シ
草
山

荒
神
下
貮
枚
ノ
ダ
バ

下
ガ
バ
チ

ヘ
境

杭
打
立
其
堤
下
ヲ
被
告
善
助
ノ
受
作
ト
ナ
シ
堤
上

ヨ
リ
私
有
地
ト
相
定
メ
同
村
組
頭
亡
定
次
郎
外
貮
名
ノ

者
連
印
ノ
証
書
第
三
号
ノ
通
慶
応
三
卯
年
七

月
中
受
取
置
キ
同
辰
年*  
八
月
ニ
至
右
村
方
ヨ
リ
被

*  

慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年

告
善
助
受
作
ノ
分
壱
反
三
畝
歩
ヲ
切
分
ケ
相
成
ル

〔
二
四
五
Ｂ
〕

処
明
治
六
年
三
月
境
界
ヲ
侵
シ
荒
神
下
貮
枚
ノ
ダ
バ
ヲ

開
墾
セ
シ
ニ
付
地
元
村
吏
ヘ
愬*  
ヘ
出
テ
引
続
キ
争
論

*  

訴
に
同
じ
。

相
止
ズ
第
三
号
ノ
証
書
ヲ
遺
漏
シ
第
四
・
五
号

其
他
新
調
ノ
書
面
ヲ
証
ト
シ
明
治
八
年
九
月
告
訴

セ
シ
故
実
地
検
査
ノ
末
無
証
拠
ニ
属
シ
訴
状
擯
斥
ニ

相
成
ニ
付
被
告
Ｈ
健
左
エ
門
儀
奥
書
調
印
ノ
証

マ
マ

書
ヲ
指
出
ナ
ガ
ラ
証
書
ノ
通
リ
執
行
致
サ
ス
依
テ
先
般

取
調
遺
漏
ノ
証
書
戸
野
村
元
地
主
ヨ
リ
取
置
ク
第

三
号
ノ
済
口
約
定
書
ヲ
以
侵
地
取
戻
シ
ヲ
請
求
シ

タ
リ

一
被
告
Ｓ
Ｔ
善
助
ハ
字
杉
風
呂
荒
神
下
山
岸
ダ
バ

 
段
々
上
リ
ニ
テ

 
棚
地
ニ
ナ
ル
ヲ
云

 
堤
ノ
ツ
ラ

 
ヲ
云

ヨ
リ
畑
地
ノ
分
ハ
第
一
号
ノ
通
持
地
合
筆
ノ
地
券
拝
受

シ
第
二
号
内
訳
一
筆
限
帖
ニ
字
附
シ
タ
ル
地
所
ハ
安
政

〔
二
四
六
Ａ
〕

五
年
村
持
地
ヲ
受
作
致
シ
田
畑
ニ
接
続
ス
ル
山
ハ
三
間

通
リ
柴
草
刈
取
ル
習
慣
ニ
付
右
草
山
刈
採
リ
来
ル
ヲ

慶
応
三
卯
年
六
月
頃
原
告
ヨ
リ
卒
然
ト
故
障
申

出
テ
争
論
ト
ナ
リ
終
ニ
該
村
吏
立
合
ノ
上
境
界
相
定

メ
原
告
所
有
草
山
ノ
内
山
瀬
溝
下
凡
三
拾
歩
余
ノ
荒

地
ヲ
村
方
ヘ
買
受
右
受
作
地
ニ
添
従
前
ノ
如
ク
作
配
シ

慶
応
四
辰
年
八
月
ニ
至
第
三
号
証
書
ノ
通
村
総

持
高
壱
反
五
畝
歩
ノ
内
壱
反
三
畝
歩
ヲ
切
分
ケ
貰

分
米
五
斗
四
升
六
合
余
ヲ
年
々
相
納
私
有
地
ト
ナ
ル

ニ
付
第
一
二
号
ノ
通
地
券
状
拝
受
シ
明
治
六
年
三

月
中
荒
神
下
貮
枚
ノ
ダ
バ
荒
地
ト
ナ
リ
タ
ル
ヲ
開
墾
シ

古
来
ノ
境
域
ヲ
侵
シ
タ
ル
ニ
ハ
無
之
全
ク
貢
租
上
納
ノ
地

内
ニ
付
原
告
〔
ニ
〕
於
テ
故
障
ス
可
ク
謂
レ
ナ
ク
殊
ニ
明
治
八

〔
二
四
六
Ｂ
〕

年
九
月
該
地
貮
枚
ノ
ダ
バ
取
戻
シ
ヲ
告
訴
ス
ト
雖
モ

実
地
検
査
ノ
上
到
底
無
証
拠
ニ
テ
訴
状
却
下
ト
ナ

リ
タ
ル
ヲ
更
ニ
慶
応
三
卯
年
七
月
附
ノ
不
審
ナ
ル
済

口
証
ヲ
組
合
ニ
モ
ア
ラ
サ
ル
Ｎ
Ｍ
小
七
ヲ
組
合
ノ
肩
書
シ

タ
ル
連
印
ノ
書
面
ヲ
証
拠
ト
シ
テ
訴
レ
ト
モ
仮
令
受
作
中



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

二
〇
九
（
　
　
　
）

二
〇
九

タ
リ
ト
モ
確
定
ス
ル
論
所
済
口
証
書
ナ
ラ
ハ
連
印
ス
可
ク

ヲ
元
地
主
共
ノ
済
口
ニ
シ
テ
其
節
関
係
ノ
小
作
人
ニ
テ
調

印
セ
サ
ル
上
ハ
真
正
ノ
証
憑
ト
見
認
メ
難
ク
ニ
付
該
地
引

渡
ス
可
キ
条
理
無
之
旨
答
弁
シ
タ
リ

一
第
二
被
告
Ｈ
健
左
エ
門
ハ
安
政
五
年
以
来
字
杉
風

マ
マ

呂
下
々
畑
村
内
Ｓ
Ｔ
善
助
ニ
小
作
致
サ
セ
置
キ
慶

応
三
卯
年
原
告
陳
述
ス
ル
通
争
論
ノ
節
終
ニ
村
吏
立

合
境
界
相
定
メ
置
キ
其
後
高
地
共
善
助
ヘ
切
分

〔
二
四
七
Ａ
〕

ル
ト
雖
モ
争
論
止
ム
事
ナ
ク
明
治
八
年
九
月
原
告
ニ
テ

先
年
相
改
メ
タ
ル
略
図
新
調
シ
境
界
ハ
朱
点
ヲ
附
シ
持

参
ス
ル
故
先
般
ノ
立
合
人
未
存
命
ノ
者
有
之
ニ
付
及
尋

問
処
原
告
申
立
ノ
通
相
違
ナ
キ
旨
陳
告
ニ
依
リ
原
告

指
出
ス
第
五
号
書
面
ノ
通
奥
書
調
印
ノ
上
相
渡

タ
ル
旨
答
弁
シ
タ
リ

一
引
合
人
Ｈ
Ｙ
弥
三
郎
ハ
慶
応
三
卯
年
村
内
年
行
司

相
心
得
中
字
杉
風
呂
草
山
被
告
善
助
柴
草
刈
取

ル
ニ
付
原
告
Ｍ
Ｄ
秀
次
ト
争
論
ニ
ナ
リ
其
節
ノ
組
頭

亡
定
次
郞
外
二
人
立
合
実
地
見
分
ノ
上
境
界
相

改
メ
慶
応
三
卯
年
七
月
原
告
指
出
ス
証
書
第
三
号

ノ
通
字
杉
風
呂
荒
神
下
貮
枚
ノ
ダ
バ
下
堤
ヘ
境
杭

打
立
同
所
ノ
堤
下
ヲ
被
告
善
助
ノ
受
作
地
ト
シ
元
地

〔
二
四
七
Ｂ
〕

主
村
方
総
代
ノ
廉
ヲ
以
証
書
ヲ
相
渡
シ
置
キ
善
助
調

印
セ
サ
ル
ハ
小
作
人
ニ
テ
地
主
ノ
取
計
ニ
任
セ
可
ク
筈
ニ
付

調
印
無
之
慶
応
四
辰
年
八
月
ニ
至
リ
下
々
畑
壱
反
五

畝
歩
ノ
内
壱
反
三
畝
歩
ヲ
被
告
善
助
ニ
高
切
渡
シ

明
治
八
年
九
月
原
告
ヨ
リ
前
述
ノ
境
界
相
尋
ル

ニ
付
相
違
無
之
旨
Ｎ
Ｍ
小
七
倶
ニ
調
印
ノ
書
面
相
渡

シ
タ
ル
旨
答
弁
シ
タ
リ

一
引
合
人
Ｎ
Ｍ
小
七
ハ
村
内
字
杉
風
呂
山
ノ
柴
草
Ｓ
Ｔ

善
助
ナ
ル
者
刈
採
ル
ニ
付
争
論
ト
ナ
リ
終
ニ
村
吏
立
合

境
界
相
改
メ
タ
ル
ハ
Ｈ
Ｙ
弥
三
郎
陳
告
ノ
通
原
告
〔
ノ
〕
差
出

ス
第
三
号
証
書
ニ
調
印
致
シ
相
渡
シ
其
節
村
吏
ヘ

随
ヒ
見
分
致
シ
小
作
人
善
助
ハ
元
同
称
ノ
□
□
ナ

ル
ニ
付
善
助
組
合
ト
肩
書
セ
シ
旨
答
弁
シ
タ
リ

〔
二
四
八
Ａ
〕

之
ヲ
判
決
ス
ル
事
左
ノ
如
シ

第
一
条

原
被
告
ト
モ
証
拠
ト
ス
ル
第
一
号
ノ
地
券
状
ハ
最
寄

ノ
持
地
合
筆
シ
第
二
号
内
訳
一
筆
限
帖
ハ
字
ナ
反
畝

歩
ヲ
見
積
リ
現
歩
ヲ
記
載
セ
ス
及
ヒ
地
引
図
面
等
コ

レ
ナ
ク
ニ
付
何
レ
モ
彼
我
ノ
境
界
ヲ
定
メ
ル
証
憑
ト
ナ
シ

難
シ



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 

二
一
〇
（
　
　
　
）

二
一
〇

第
二
条

被
告
Ｓ
Ｔ
善
助
ニ
於
テ
田
畑
ニ
接
続
ス
ル
草
山
ハ
三
間

通
柴
草
ハ
刈
採
ル
習
慣
ナ
ル
ヲ
以
テ
受
作
地
ニ
接
近

ス
ル
原
告
所
持
ノ
戸
野
村
越
石
地
字
杉
風
呂
草
山

慶
応
三
卯
年
六
月
頃
柴
草
刈
採
ル
処
争
論
ト
ナ
リ

終
ニ
該
村
吏
立
合
山
岸
迄
境
杭
打
立
タ
ル
境
内
ニ
現

〔
二
四
八
Ｂ
〕

在
ス
ル
荒
神
下
元
荒
地
ノ
ダ
バ

貮
枚
ハ
私

有
地
ナ
ル
旨
陳
告
ス
レ
ト
モ
原
告
第
三
号
ノ
証
書
ト
ス
ル
慶

応
三
卯
年
七
月
十
八
日
該
村
組
頭
亡
定
次
郎
外
貮
名
ヨ

リ
取
置
ク
杉
風
呂
草
山
境
界
争
ノ
済
口
ヲ
閲
ス
ル
ニ
右
荒

神
下
貮
枚
ノ
ダ
バ
其
他
ニ
テ
柴
草
刈
採
ル
ニ
付
村
吏
立

合
見
分
ノ
上
原
告
所
有
ノ
山
瀬
溝
下
ヲ
代
米
壱
斗
ニ
テ

右
村
ヘ
買
受
ケ
従
来
ノ
受
作
地
ヘ
添
ヘ
被
告
善
助
地

ニ
小
作
致
サ
セ
ダ
バ
ノ
下
ガ
バ
チ

ヘ
境
界
杭
打
立

堤
下
ヲ
善
助
受
作
地
ト
ナ
シ
熟
議
済
ノ
証
書
ヲ
元
地
主

村
総
代
ヨ
リ
原
告
ヘ
相
渡
シ
其
後
慶
応
四
辰
年
八
月
ニ

至
リ
村
方
ヨ
リ
善
助
ヘ
畑
地
壱
反
三
畝
歩
ヲ
切
渡
シ

タ
ル
旨
第
二
被
告
Ｈ
健
左
衛
門
及
ヒ
当
時
存
命
ナ
ル

引
合
人
Ｈ
Ｙ
弥
三
郎
外
一
人
ノ
申
口
モ
右
証
書
ト
吻
合

〔
二
四
九
Ａ
〕

シ
并
原
告
差
出
ス
第
四
号
ノ
年
貢
通
ヒ
帖
ニ
草
山

 
是
ハ
段
々
上
リ
ニ
テ

 
棚
ニ
ナ
ル
ヲ
云

 
旧
名

 
栄
吉

 
是
ハ
堤
ノ

 
事
ヲ
云

争
論
入
費
并
山
瀬
溝
下
代
米
等
仕
訳
タ
ル
廉
記
載
ア

ル
上
ハ
善
助
申
立
ハ
採
用
ナ
シ
難
シ

第
三
条

被
告
善
助
義
字
杉
風
呂
下
々
畑
ハ
安
政
五
年
以
来

村
方
持
地
ヲ
受
作
致
シ
慶
応
四
辰
年
八
月
第
三
号

証
書
ノ
通
村
持
地
下
々
畑
壱
反
五
畝
拾
五
歩
ノ
内
壱
反

三
畝
歩
高
切
分
永
代
貰
受
年
々
米
五
斗
四
升
六

合
宛
相
納
メ
ル
内
ニ
原
告
訴
ル
荒
神
下
貮
枚
ノ
ダ
バ

ハ
現
在
ス
ル
旨
陳
述
ス
レ
ト
モ
境
界
記
載
セ
ザ
ル
反
畝
歩
ノ

内
ヲ
切
分
ル
迄
ニ
テ
境
界
ヲ
確
定
ス
ル
証
書
ト
ハ
肯
認
メ

難
シ

第
四
条

〔
二
四
九
Ｂ
〕

原
告
ニ
於
テ
明
治
八
年
九
月
告
訴
ノ
節
証
憑
ト
シ
テ
指
出
シ

タ
ル
第
五
六
号
ノ
書
面
ハ
戸
野
村
総
代
Ｈ
健
左
エ
門
其

マ
マ

他
ノ
者
ヨ
リ
訴
訟
ノ
際
乞
求
シ
タ
ル
モ
ノ
故
被
告
善
助
ニ

関
渉
ス
ル
書
類
ニ
ア
ラ
サ
ル
ニ
付
採
用
セ
ス

第
五
条

被
告
善
助
ニ
於
テ
原
告
所
持
ス
ル
第
三
号
ノ
書
面

ハ
先
般
出
訴
ノ
節
指
出
サ
ヾ
ル
ニ
付
不
審
ナ
ル
旨
申
告
ス
レ
ト
モ
疑

惑
而
已
ニ
テ
取
消
ス
可
キ
証
跡
無
之
故
採
用
ナ
シ
難
シ

第
六
条



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

二
一
一
（
　
　
　
）

二
一
一

前
記
ノ
通
ナ
ル
ニ
付
字
杉
風
呂
草
山
荒
神
下
堤
ノ
上
貮

枚
ノ
ダ
バ
ハ
慶
応
三
卯
年
七
月
十
七
日
元
地
主
総
代
ヨ
リ

相
渡
シ
タ
ル
証
書
ノ
通
被
告
善
助
所
有
ス
可
キ

条
理
無
之
ニ
付
原
告
ノ
所
持
地
ト
判
決
ス

〔
二
五
〇
Ａ
〕

第
七
条

訴
訟
入
費
ハ
規
則
ノ
通
被
告
人
ヨ
リ
原
告
及
ヒ
引
合

人
ヘ
弁
償
ス
可
シ

代
書
人

右
之
通
裁
判
申
渡
セ
シ
間
其
旨
可
相
心
得
事

〔
二
五
〇
Ｂ
〕

（
記
述
ナ
シ
）

二
　【
注
の
部
】

（
注
　
）　【
六
一
】
事
件
の
用
紙
は
、【
三
一
】
事
件
と
同
じ
。
全
二
葉
。

１２９

（
注

）
『
明
治
九
年
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
二
）
に
は
、

１３０　「
一
月
十
七
日 
貸
金
催
促
訴
　
　
　
　
　
原
　
広
島
六
丁
目 
Ｍ
Ｈ
清
兵
衛

　 
百
五
十
三
　 
九
年
二
月
七
日
身
代
限

代
言
人

二
宮
豊
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被
　
同
平
田
屋
町

　 
掛 
山
田 
副 
馬
渡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
Ｈ 
ア
サ
」
と
あ
る
。

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注

）
【
六
二
】
事
件
の
用
紙
は
、
半
葉
縦
一
〇
行
の
黒
色
の
罫
紙
で
、
一
葉
中
央
下

１３１
部
に
同
色
で
「
廣
島
縣
」
の
印
刷
が
あ
る
。
全
二
葉
。

（
注

）
本
件
は
、【
六
一
】
事
件
と
同
一
の
事
件
と
思
わ
れ
、【
六
一

－

２
】
と
枝
番

１３２
号
を
付
け
る
の
が
適
切
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、【
六
一
】
事
件
で
は
、「
明
治
九

年
二
月
」
で
裁
判
官
が
「
山
田
」「
一
色
」
と
あ
る
が
、
本
件
で
は
、「
明
治
九
年

二
月
七
日
」
と
年
月
日
が
記
さ
れ
、
裁
判
官
名
が
「
横
地
安
信
」
と
あ
り
、
朱
の

角
職
印
が
押
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
異
な
っ
て
い
る
。

（
注
　
）　【
六
三
】
事
件
の
用
紙
は
、
縦
二
四
・
〇cm

   

、
横
一
五
・
五cm

   

。
半
葉
縦
一

１３３
二
行
の
罫
紙
で
、
藍
色
の
印
刷
で
、
一
葉
中
央
下
部
に
同
色
で
「
廣
島
縣
裁
判

所
」
の
印
刷
が
あ
る
。
全
一
葉
。

（
注

）
『
明
治
九
年
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
三
）
に
は
、

１３４　「
八
月
十
二
日
　
貸
金
催
促
訴
　
　
　
　
　
原
　
広
島
平
塚 
Ｓ
Ｋ 
源
太 
代
人

　 
二
千
四
百
一
　
　
九
月
一
日

Ｎ
Ｏ
輝
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
身
代
限 
　
　
　被
　
同
　
猿
楽
町

　 
掛 
小
島 
副 
松
野
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｙ
Ｇ 
久
次
郎
」
と
あ
る
。

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注

）
【
六
四
】
事
件
の
用
紙
は
、【
三
一
】
事
件
と
同
じ
。
全
一
葉
。

１３５

（
注
　
）　『
明
治
九
年 
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
二
）
に
は
、

１３６
「
三
月
二
日

貸
米
催
促
訴

原

賀
茂
郡
内
海
村
Ｋ
Ｙ
清
三
郎

　 
七
百
五
十
九
　
三
月
廿
九
日
身
代
限
裁
判
言
渡
済
　 
代
言
人 
藤
井 
喜
七



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 

二
一
二
（
　
　
　
）

二
一
二

被

同
郡
馬
木
村

　 
掛 
馬
渡 
副 
松
野
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｓ
Ｔ 
仁
臧
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注
　
）　【
六
五
】
事
件
の
用
紙
は
、【
三
一
】
事
件
と
同
じ
。
全
一
葉
。

１３７

（
注

）
『
明
治
九
年
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
二
）
に
は
、

１３８　「
三
月 
二
日
　
　
　
貸
米
催
促
訴
　
　
　
　
原
　
賀
茂
郡
内
海
村 
Ｋ
Ｙ 
清 
三
郎

マ
マ

七
百
五
十
五

三
月
廿
九
日
身
代
限
裁
判
申
渡
済

代
言
人
藤
井
喜
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被
　
同
郡
宗
近
村

　 
掛 
山
田 
副 
粕
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
Ｍ
Ｉ 
栄
助
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注

）
【
六
六
】
事
件
の
用
紙
は
、【
三
一
】
事
件
と
同
じ
。
全
一
葉
。

１３９

（
注
　
）　『
明
治
七
・
八
年 
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
一
）
お
よ
び
『
明
治
九
年 

１４０
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
二
・
三
）
に
は
、
対
応
す
る
記
載
は
見
い
だ
せ
な

か
っ
た
。

（
注

）
【
六
七
】
事
件
の
用
紙
は
、【
六
三
】
事
件
と
同
じ
。
全
三
葉
。

１４１

（
注
　
）　『
明
治
九
年 
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
二
）
に
は
、

１４２
「
二
月
十
七
日

貸
金
催
促
訴

原

深
津
郡
古
吉
津
町

　 
千
六
百
六
十
九
　 
十
一
月
廿
八
日
裁
許
　
　
　
　
　
　 
Ｙ
Ｇ 
乕
次 
外
二
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　 
十
年
二
月
廿
四
日
控
訴
届

被

同
郡
津
々
下
村

　 
掛 
一
色 
副 
小
嶋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｆ
Ｉ 
祥
雲
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注
　
）　
明
治
七
年
太
政
官
布
告
第
七
十
六
号
の
規
定
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
国

１４３

立
国
会
図
書
館
、
近
代
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
よ
る
）。

　「
明
治
六
年
一
月
第
十
八
号
布
告
地
所
質
入
書
入
規
則
左
之
通
増
補
候
條
此
旨
布

告
候
事

　
　 
地
所
質
入
書
入
規
則
増
補

　
　
　 
第
十
六
條

　
一
従
前
取
結
ヒ
タ
ル
質
入
書
入
ノ
約
定
ニ
テ
明
治
六
年
七
月
三
十
一
日
前
ニ
期
限

ヲ
過
去
リ
タ
ル
分
ニ
テ
債
主
ニ
於
テ
貸
金
返
済
方
ニ
付
延
期
ノ
勘
弁
ヲ
加
フ
ル

者
ハ
來
十
月
三
十
一
日
迄
ニ
其
地
所
所
管
ノ
戸
長
役
場
ヘ
届
出
地
所
質
入
書
入

規
則
第
九
條
ニ
準
シ
奥
書
割
印
ヲ
受
ク
ヘ
シ
若
シ
右
日
限
内
奥
書
割
印
ヲ
受
ケ

ス
シ
テ
後
日
其
證
書
ヲ
以
テ
訴
訟
ニ
及
フ
時
ハ
質
入
書
入
ノ
證
據
ニ
ハ
相
立
サ

ル
ニ
付
裁
判
上
糶
賣
分
配
ノ
時
ハ
先
取
ノ
権
利
ヲ
失
ヒ
質
入
書
入
な
き
貸
借
同

様
ノ
處
分
ニ
及
フ
ヘ
キ
事
」

（
注

）
【
六
八
】
事
件
の
用
紙
は
、【
六
三
】
事
件
と
同
じ
。
全
三
葉
。

１４４

（
注
　
）　『
明
治
九
年 
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
三
）
に
は
、

１４５
「
八
月
廿
八
日

預
ヶ
金
催
促
訴

原

山
口
県
周
防
国
熊
毛
郡
佐
賀
村
Ｋ
Ｂ

　 
二
千
五
百
廿
四 
十
月
二
日
裁
許
　
　
　
政
五
郎 
代
人 
Ｈ
Ｍ 
龍
二

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
被
　
広
島
鷹
匠
町 
Ｋ
Ｄ
潤
譽 
同
居

　 
掛 
一
色 
副 
林
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｙ
Ｓ 
彦
助
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注
　
）　【
六
九
】
事
件
の
用
紙
は
、【
六
三
】
事
件
と
同
じ
。
全
四
葉
。

１４６

（
注

）
『
明
治
九
年
訴
状
受
取
録
』（
第
六
号
ノ
三
）
に
は
、

１４７　「
八
月
十
一
日
　
山
代
価 

請
求
訴
　
　
原
　
安
芸
郡
牛
田
村

 
不
 
足



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

二
一
三
（
　
　
　
）

二
一
三

二
千
三
百
九
十

Ｇ
Ｍ
唯
之
助

　 
　
　
　
　
　
　
　
　 
十
月
四
日 
裁
許
　
被
　
同
郡
同
村

　 
掛 
小
島 
副 
松
野
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｎ
Ｔ 
作
太
郎
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注

）
【
七
〇
】
事
件
の
用
紙
は
、【
六
三
】
事
件
と
同
じ
。
全
三
葉
。

１４８

（
注
　
）　『
明
治
九
年 
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
三
）
に
は
、

１４９
「
九
月
十
二
日

氷
雪
代
価
催
促
訴

原

山
縣
郡
加
計
村

　 
二
千
六
百
六
十
一 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｋ
Ｋ 
與
八 
外
壱
人

　 
　
　
　
　
　
　
　 
十
月
九
日
裁
許
　
　 
被
　
同
郡
戸
河
内
村

　 
掛 
川
北 
副 
山
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｓ
Ｔ 
清
一
郎
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注
　
）　【
七
一
】
事
件
の
用
紙
は
、【
六
三
】
事
件
と
同
じ
。
全
三
葉
。

１５０

（
注

）
『
明
治
九
年
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
三
）
に
は
、

１５１　「
九
月
十
五
日
　
　
貸
金
催
促
訴
　
　
　
原
　
広
島
中
島
新
町

　 
二
千
七
百
壱
　
　
十
月
十
六
日 
裁
許
　
　
　
　
　
　 
Ｏ
Ｓ 
熊
吉

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被
　
同
所
猿
楽
町

　 
掛 
林 
副 
山
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
Ｋ 
冨
藏
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注

）
【
七
二
】
事
件
の
用
紙
は
、【
六
三
】
事
件
と
同
じ
。
全
三
葉
。

１５２

（
注
　
）　『
明
治
九
年 
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
三
）
に
は
、

１５３
「
八
月
十
二
日

貸
米
催
促
訴

原

賀
茂
郡
白
市
村
Ｋ
Ｄ
幸
助
代
人

　 
二
千
三
百
　
　
　
　
十
月
廿
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　 
Ｙ
Ｕ 
徳
左
衛
門

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
許
　
　被
　
同
郡
高
屋
東
村

　 
掛 
一
色 
副 
松
野
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｆ
Ｋ 
源
吉
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注
　
）　【
七
三
】
事
件
の
用
紙
は
、【
六
三
】
事
件
と
同
じ
。
全
二
葉
。

１５４

（
注

）
『
明
治
九
年
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
三
）
に
は
、

１５５　「
八
月
十
二
日
　
　
貸
金
催
促
訴
　
原
　
賀
茂
郡
高
屋
東
村 
Ｍ
Ｙ
泰
十
郎 
代
人

　 
二
千
三
百
九
十
五
　
十
月
廿
一
日
　
　
　
　
　
　
　 
Ｙ
Ｕ 
徳
左
衛
門

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
許
　
被
　
同
郡
同
村

　 
掛 
一
色 
副 
松
野
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｆ
Ｋ 
源
吉
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注

）
【
七
四
】
事
件
の
用
紙
は
、【
六
三
】
事
件
と
同
じ
。
全
三
葉
。

１５６

（
注
　
）　『
明
治
九
年 
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
三
）
に
は
、

１５７
「
七
月
七
日

分
水

原

安
那
郡
山
野
村

　 
　
　
　
　
　
　
用
水
引
下
シ
ノ
訴
　
　
　
Ｍ 
猪
右
衛
門 
外
一
人

　 
二
千
百
　
　
　
　
八
月
三
日 
裁
許
　
被
　
同 
村

　 
掛 
一
色 
副 
松
野
　
　
　
　
　
　
　
　 
Ｍ
Ｈ 
四
郎
兵
衛 
外
二
人
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注
　
）　【
七
五
】
事
件
の
用
紙
は
、【
三
一
】
事
件
と
同
じ
。
全
四
葉
。

１５８

（
注

）
『
明
治
九
年
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
二
）
に
は
、

１５９　「
二
月
十
七
日
　
　
貸
金
催
促
訴
　
　
　
　
原
　
深
津
郡
古
吉
津
町

　 
千
六
百
七
十
一
　 
七
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　 
Ｓ
Ｋ 
乕
次
外
二
名

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
許
　
　
　
　
被
　
沼
隈
郡
草
津
村



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 

二
一
四
（
　
　
　
）

二
一
四

掛
一
色
副
馬
渡

Ｓ
Ｇ
弥
平
次
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注

）
【
七
六
】
事
件
の
用
紙
は
、【
三
一
】
事
件
と
同
じ
。
全
二
葉
。

１６０

（
注
　
）　『
明
治
九
年 
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
二
）
に
は
、

１６１
「
二
月

七
日

入
米
催
促
訴

原

廣
島
稲
荷
町
東
組
Ｔ
Ｄ
吉
蔵

　 
四
百
五
　
　
　
　
二
月
廿
日
　
　
　
　
　
代
言
人
　
奥
本 
數
奇
男

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
許
　
　
被
　
同 
袋
町

　 
掛 
粕
屋 
副 
山
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｋ
Ｂ 
千
次
郎
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注
　
の
２
）　
太
政
官
布
告
明
治
五
年
第
三
百
号
（
十
月
七
日
）（
布
）『
法
令
全
書
』
明

１６１

治
五
年
二
〇
二
頁
（
国
立
国
会
図
書
館
、
近
代
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
）

は
、
以
下
の
条
文
を
載
せ
て
い
る
。

　
一
　
華
士
族
卒
ヘ
掛
リ
候
金
穀
貸
借
ハ
明
治
二
年
巳
六
月
郡
縣
ノ
制

被
　
仰
出
候
以
前
ノ
分
ハ
裁
判
ニ
不
及
候
事

　
一
　
静
岡
及
ヒ
仙
臺
會
津
其
外
再
立
ノ
藩
々
再
立
以
前
ノ
金
穀
貸
借
ハ
裁

判
ニ
不
及
候
事

　
一
　
自
今
貴
賤
上
下
一
般
ノ
人
民
互
ニ
期
ヲ
約
シ
テ
金
銀
貸
借
シ 
如 
シ
期

も

ニ
及
テ
不
返
時
内
證 
屡 
催
促
ヲ
ナ
ス
ト
雖
ト
モ
期
月
後
満
五
年
ニ
至

マ
マ

ル
迄
一
度
モ
訴
出
サ
ル
者
ハ
裁
判
ニ
不
及
候
事

　
　
　
　
但
當
七
月
以
前
ノ
貸
借
ノ
分
ハ
此
限
ニ
非
ス

　
一
　
従
前
今
後
共
家
禄
ヲ
引
當
ニ
致
シ
候
金
銀
貸
借
ノ
儀
ハ
一
切
裁
判
ニ

不
及
候
事

　
因
み
に
、
同
書
欄
外
上
部
に
以
下
の
四
個
の
注
が
附
さ
れ
て
い
る
（
漢
字
は

常
用
漢
字
に
直
し
た
）。

　「
司
法
省
第
四
十
一
号
参
看
、
六
年
太
政
官
第
三
百
六
十
二
号
ニ
依
リ
消
滅
、

六
年
司
法
省
第
三
十
号
参
看
、
八
年
第
百
八
号
布
告
ヲ
以
テ
禄
制
改
訂
」

（
注

）
【
七
七
】
事
件
の
用
紙
は
、【
三
一
】
事
件
と
同
じ
。
全
二
葉
。

１６２

（
注
　
）　『
明
治
九
年 
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
二
）
に
は
、

１６３
「
二
月
十
四
日

貸
金
催
促
訴

原

廣
島
研
屋
町
Ｓ
Ｔ
惣
兵
衛

　 
五
百
八
十
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
言
人 
香
川
　
齊

　 
　
　
　
　
　
　
　
九
年
三
月
十
一
日

被

山
縣
郡
木
次
邨

　 
掛 
粕
屋 
副 
馬
渡
　
　
　
裁
許
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ
Ｓ 
精
意
都
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
は
、「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注
　
）　【
七
八
】
事
件
の
用
紙
は
、【
三
一
】
事
件
と
同
じ
。
全
三
葉
。

１６４

（
注

）
『
明
治
九
年
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
二
）
に
は
、

１６５　「
一
月
廿
八
日
　 
買
受
地
所
引
渡
　
　 
原
　
高
田
郡
横
田
邨 
Ｎ
Ｋ 
彌
三
郎

　
　
貮
百
七
十
参
　
　
　
違
約
催
促 
訴
　
　
　
代
言
人
　
田
川 
喜
三
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
月
十
九
日
　
　 
被
　
高
田
郡
横
田
邨

　
　
掛 
小
島 
副 
粕
屋
　
　
　
裁
許
　
　
　
　
　
　
　
　 
Ｓ
Ｈ 
代
藏
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注

）
【
七
九
】
事
件
の
用
紙
は
、【
三
一
】
事
件
と
同
じ
。
全
二
葉
。

１６６

（
注
　
）　「
目
次
」
に
は
、
明
治
九
年
第
二
四
九
九
号
」
と
あ
る
が
、「
明
治
八
年
」
の

１６７
誤
り
で
あ
ろ
う
。『
自
明
治
七
年
至
同
八
年
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
一
）

に
は
、



明
治
初
年
、
広
島
県
庁
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
（
三
） 

二
一
五
（
　
　
　
）

二
一
五

「
十
二
月
二
十
日

地
所
明
渡
シ
催
促
ノ
訴

原
廣
島
鷹
匠
町
Ｔ
Ｋ
久
太
郎

　 
貮
千
四
百
九
十
九
号
　
地
所
明
渡
シ
催
促
ノ
訴
　
　 
代
言
人
　
Ｔ
Ｋ 
源
三
郎

　 
　
　
　
　
　
　
　
　 
三
月
七
日
　
　
　
　
　
　被 
同
所

　 
掛 
山
田 
副 
粕
屋
　
　
　
裁
許
　
　
　
　
　
　
　 
Ｓ
Ｓ
Ｋ 
新
兵
衛
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。

（
注
　
）　【
八
〇
】
事
件
の
用
紙
は
、【
三
一
】
事
件
と
同
じ
。
全
七
葉
。

１６８

（
注

）
『
明
治
九
年
訴
状
受
取
録
』（
民
第
六
号
ノ
二
）
に
は
、

１６９　「
一
月
十
八
日
　
　
所
有
地
草
山
取
戻
訴
　
　
原
　
豊
田
郡
世
良
村 
Ｍ
Ｄ 
秀
次

　 
百
七
十
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
言
人
　
松
田 
円
藏

　 
　
　
　
　
　
　
　 
三
月
廿
八
日
　
　
　
　
　被
　
同
郡
戸
野
村

　 
掛 
松
野 
副 
一
色
　
　
　
裁
許
　
　
　
　
　 
Ｓ
Ｔ 
善
助 
外
一
人
」
と
あ
り
、

　
欄
外
上
部
に
「
判
二
二
六
号
」
の
朱
書
き
が
あ
る
。




